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     会議録・平成25年６月11日第２回定例会（第１日目） 

 

１．招集の年月日                 平成25年６月３日 

１．招 集 の 場 所                 明 和 町 議 会 議 場                       

１．開    会  ６月11日 午前９時00分 議長宣告 

１．応 召 議 員 １４名 

 １番  奥 山 幸 洋      ２番  江   京 子 

  ３番  松 本   忍      ５番  綿 民 和 子 

  ６番  上 田   清      ７番  田 邊 ひとみ 

  ８番  辻 井 成 人      ９番  乾   健 郎 

    10香  伊 豆 千夜子      11番  阪 井 勇 男 

12番  田 辺 泰 宏      13番  土 屋 吉 昭 

  14番  間 宮 一 彦      15番  北 岡   泰 

１．欠 席 議 員                

   なし 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

  議会事務局長  浅尾  恵次 

  議会書記     朝倉  晶子  松井  友吾  西尾 仁志 

１．地方自治法第 121条による説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長    中井 幸充   副 町 長  寺前  和彦 

教 育 長  西岡 惠三   総 務 課 長   北岡 和成 

防災企画課長  中谷  英樹   税 務 課 長  世古口 和也 

人権生活環境課長  西口 竜嘉   福祉子育て課長  下村由美子 

会計管理者（兼）会計課長   田中 一夫   長寿健康課長    小池  弘紀 

農水商工課長(兼)農業委員会事務局長  堀   真   まち整備課長  沼田 昌久 

上下水道課長  潮谷    剛   斎宮跡・文化観光課長  西口  和良 

教育委員会教育課長  西田  一成   文化財保存活用監  中野   敦夫 



 2

人権啓発推進監   中瀬 行久   土地利用調整監     松本 雅之 

施設整備推進監   世古口 哲哉    監 査 委 員    児島  吉男 

教 育 委 員     水門  洋子 

１．会議録署名議員 

  ８番    辻 井 成 人      ９番    乾   健 郎  

１．提出議案 

同意第２号 教育委員会委員の任命同意について 

承認第１号 専決処分した事件の承認について 

明和町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

報告第１号 平成24年度土地改良区補助（団体営農業体質強化基盤整備促進

事業）繰越明許費計算書 

報告第２号 平成24年度下御糸漁港地域水産物供給基盤整備事業繰越明許費

計算書 

報告第３号 平成24年度下御糸漁港水産物供給基盤機能保全事業繰越明許費

計算書 

報告第４号 平成24年度社会資本整備総合交付金事業繰越明許費計算書 

報告第５号 平成24年度防火水槽新設工事繰越明許費計算書 

議案第46号 伊勢市と明和町との定住自立圏形成協定の締結について 

議案第47号 明和町と松阪市との間における介護給付費等の支給に関する審

査判定事務の委託に関する規約変更に係る協議について 

議案第48号 明和町子ども・子育て会議条例の制定 

議案第49号 明和町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定 

議案第50号 明和町税条例の一部を改正する条例 

議案第51号 明和町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に

関する条例の一部を改正する条例 

議案第52号 明和町介護保険条例の一部を改正する条例 

議案第53号 明和町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 
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議案第54号 平成25年度明和町一般会計補正予算（第１号） 

議案第55号 平成25年度明和町斎宮跡保存事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第56号 平成25年度明和町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第57号 平成25年度明和町水道事業会計補正予算（第１号） 

１．議事日程 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 行政報告 

  日程第５ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

(総務産業常任委員会)    

(教育厚生常任委員会)    

  日程第６ 一般質問 

１．５番    上 田    清 

２．７番  田 邊 ひとみ 

３．２番  江   京 子 

４．12番  田 辺 泰 宏 

５．９番  乾   健 郎 
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                        （午前  ９時  00分） 

    開会の宣言 

 

○議長（北岡 泰）  おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は14人であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから、平成25年第２回明和町議会定

例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  日程につきましては、お手元の日程表により進めたいので、よろしくお願い

をいたします。 

 

 

    会議録署名議員の指名について 

 

○議長（北岡 泰）  日程第１ 「会議録署名議員の指名について」は、会議規

則第 119条の規定により、議長から指名をします。 

           ８番    辻 井 成 人  議員 

           ９番    乾   健 郎 議員 

の両名を指名いたします。 

 

 

    会期の決定について 

 

○議長（北岡 泰）  日程第２ 「会期の決定について」を議題とします。 

  お諮りします。 
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 本定例会の会期は、本日から６月14日までの４日間としたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（北岡 泰）  ご異議なしと認めます。 

  従って、会期は、本日から６月14日までの４日間と決定いたしました。 

  

 

    諸般の報告 

 

○議長（北岡 泰）  日程第３ 諸般の報告を行います。 

  監査委員さんから提出いただいております、２月、３月、４月の例月出納検

査結果報告書の写しと、一部事務組合議会の報告書の写しをお手元に配布して

おりますので、後ほどご覧ください。 

  次に、請願を３件受理しております。 

  この取扱いにつきましては、６月６日に開催をいたしました議会運営委員会

にお諮りし、全員協議会でも報告をさせていただきましたように、 

  教育厚生常任委員会に、 

  請願第１号 風疹の予防接種費用に公費助成を求める請願 

  総務産業常任委員会に、 

  請願第２号 消費税増税中止意見の採択求める請願 

  請願第３号 ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加に反対する請

願を付託し、ご審議をいただくことにしております。 

  以上で、日程第３ 諸般の報告を終わります。 

 

  

   行政報告 
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○議長（北岡 泰）  日程第４ 行政報告を行います。 

  町長。 

○町長（中井 幸充） 改めまして、おはようございます。 

  平成25年第２回明和町議会定例会の開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 議員の皆様には、公私何かとご多用のところ、本定例会にご出席を賜り、誠に

ありがとうございます。また、ただいまは、本定例会の会期を４日間とお決め

いただき、諸案件のご審議を賜りますことに対し、厚くお礼を申し上げます。 

 また、ただいま、阪井議員におかれましては、15年以上の議員活動ということ

で表彰を受けられました。改めて敬意と感謝を申し上げ、お祝いを申し上げた

いと思います。誠におめでとうございます。 

  第１回定例会でお認めいただきました各予算ですが、いただいたさまざまな

ご意見、ご提言を念頭に執行をいたしております。また、国の平成25年度予算

も５月15日に成立し、各事業の内示を受けて明許繰越事業も含め早期執行に向

け、各課で事業推進を図っているところでございます。 

  次に、３月定例会以降、本定例会までの主な動きにつきまして簡略にご報告

をさせていただきます。 

  文化財をはじめ教育や福祉などの各分野の政策を強化し地域の活性化や人材

の育成を図ることなどを目的に、３月２５日、伊勢市の皇學館大学と包括連携

に関する協定を結びました。同大学にはこれまでもさまざま分野でお世話にな

っていますが、今後は発掘調査や教育などの分野で密接に連携していけるもの

と期待しているところです。 

  本年度も４月１日付けで職員の人事異動を行いました。職員８人が退職し、

本庁では課長級６人、係長13人、係22人、施設職員８人の計49人を異動し、認

定こども園などの教育施設整備を推進するため教育委員会に施設整備推進監を

設けて組織強化を図りました。また、三重地方税管理回収機構に職員を１人派

遣いたしました。 
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  農業委員会選挙で新しい農業委員さん25人が決まりました。会長には南野光

輝氏が就任されました。町の農業は、担い手対策などで課題が多くありますが、

農業委員さんには、町の農業の維持発展のため、農地の貸し借りや利用など優

良農地の保全や活用に、ぜひご尽力いただきたいと思います。 

  ４月８日、９日、10日と町内小中学校と幼稚園で入学式が行われました。今

年は、４つの幼稚園に70人、６つの小学校に212 人、中学校に240 人が入学し

ました。次代を担う子どもたちには、健やかに、そして目標や夢をもって全力

で進んでほしいと思います。 

  大規模災害の発生時には、町内の民間事業所との連携が極めて重要ですが、

その一環として４月16日、多気郡農業協同組合と災害対応の協力に関する協定

を締結しました。地域貢献はＪＡの基本理念であり、また、職員は町内在住者

も多く、食糧などの救援物資から倉庫の空きスペースなど、ＪＡの総合力を活

かした支援体制が広がることは非常に心強いものがあり、今後も大規模対策の

備えを進めてまいりたいと思います。 

  ４月20日には、明和町中央公民館講座の開校式が行われました。また、式典

の後は、伊勢管弦楽団の演奏会も行いました。今年は、33講座、46同好会で、

述べ1,336 人の皆さんに受講いただきます。講座生の皆さんの年代は幅広いも

のがありますが、ご自身の生きがいだけではなく、学んだ成果を地域の文化活

動などにも広げてもらえるよう期待しているところであります。 

  平成25年度の町単工事については、昨年度末に打ち出された国の経済対策や

町商工会などの早期発注の要望を受けて、例年より早い段階から準備を進めて

きました。また、総務産業常任委員会におかれましても町単工事の予定箇所の

現地調査などについて、早めのスケジュールで実施いただきました。この結果、

４月には町単工事の一部を発注することができ一定の成果を挙げることができ

ました。 

  ５月６日、海岸のごみを清掃する「大淀海岸クリーンアップ大作戦」が大淀

（おいず）ビーチクリーンの主催により、実施されました。 
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  前年に引き続き４回目の開催となったこの日は、子どもたちや家族連れなど、

約200 人が参加し、海岸に漂着した発泡スチロールやビニールゴミなどあわせ

て250 キログラムを回収・分別していただきました。 

 主催者の皆さんをはじめ、ご参加いただきました皆様に心から感謝を申し上げ

ます。 

  議会の教育厚生常任委員会による、「認定こども園とグループホーム、ケア

ホーム」を調査目的とした視察研修が５月16日、17日に行われ、副町長と教育

長が同行させていただきました。認定こども園は、大阪府豊能町の「町立ふた

ば園」を、ケアホーム、グループホームは、京都府京田辺市のケアホームあん

ず京田辺「わくわく」や木津川市「横手通り43番地 庵」などをそれぞれ視察

し、施設の整備状況や運営面など幅広く詳細に調査をいただきました。また、

５月23日、24日には、総務産業常任委員会におきまして「６次産業化と災害に

強いまちづくり」を調査目的に視察研修が行われ、私も同行させていただきま

した。 

  ６次産業化では、滋賀県甲賀市の農業法人（有）甲賀もち工房を視察しまし

た。視察に対応していただいた方の熱意とユニークな発想が感じられ、大変参

考になり、起業家の人材発掘が必要であると痛感いたしました。今後も町とし

て６次産業化推進協議会において積極的な開拓が必要であると受け止めており

ます。また、災害に強いまちづくりにつきましては、兵庫県神戸市の人と防災

未来センター、南あわじ市の津波防災ステーションを調査いただきました。近

い将来、発生が懸念される南海トラフ地震による津波への備えに向けて、全国

各地で真剣な取り組みが続けられていることを改めて感じました。いずれにし

ましても、議員の皆様と同じ目線で視察研修をさせていただくことができ、こ

れからも共通の認識を持ちながら、町政の課題を見極めつつ、円滑に行政運営

を図ってまいりたいと考えます。 

 大淀、下御糸、斎宮、修正小学校の４校で５月18日に運動会が行われました。

運動会は、斎宮小学校を除いて、例年９月下旬に実施されていましたが、近年
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は真夏並みの気温が続くことからこの時期に行われたものです。 

 ５月21日、斎王まつりのＰＲで、今年の斎王役に選ばれました四日市市の古

川みゆきさんや土井祐治実行委員長さんたちとともに、鈴木英敬知事を表敬訪

問いたしました。知事からは、「今や三重を代表する祭りのひとつになった。

ぜひ頑張ってほしい」と激励をいただきました。今年は、伊勢神宮の式年遷宮

の年にあたり三重県でも観光施策の推進に力が注がれています。町も斎王まつ

りなどソフト事業と歴史的風致維持向上計画に定める史跡の環境整備事業を平

行しながら推進していくことで、史跡斎宮跡の魅力を発信し、一人でも多くの

人が訪れ、お伊勢参りには「斎宮・外宮・内宮」の流れをつくれるように努力

をしていきたいと思います。 

  今年も５月30日に恒例の全町自治会長会を開催いたしましたところ、各自治

会長さん約70人にご参加いただきました。議員の皆様にはご多忙のところご出

席を賜り、誠にありがとうございました。会議は各課の業務説明などを通じて

町政運営への理解を深めてもらい、自治会と町がまちづくりへの連携をいっそ

う深めることをねらいとしているものでございます。私からは、防災対策の推

進や史跡斎宮跡の整備、少子高齢化対策など、本年度に重点化する８つの政策

分野を説明させていただきました。会議の後は、伊勢広域清掃工場で施設の現

状をご覧いただきました。 

  第31回斎王まつりが６月１日と２日の２日間にわたり斎宮歴史博物館周辺で

華やかに繰り広げられ大勢の人で賑わいました。今回は、町制55周年記念とい

うことで「新たなる旅のはじまり」をテーマに取り組まれ、前夜祭では出演者

30人が伊勢物語69段の「狩の使い」を演じたほか、60発の花火が華やかに打ち

上げられました。本日の２日は、「禊ぎの儀」やメインの「群行」などが行わ

れ、予定していたすべてのプログラムを終えていただきました。斎宮歴史博物

館裏では、史跡斎宮跡の啓発の一環として熱気球の取り組みも行い、たくさん

の方々に上空から斎宮跡の広さを感じていただけたと思います。 

  そして、大きな事故もなく無事に終了することができましたことは、ひとえ
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にまつりにかかわってくださいました皆様のお陰であり、心から敬意と感謝を

申し上げたいと思います。 

  長年、緑化事業に取り組んできた明和町みどりのまちづくり推進委員会（代

表・須賀恒彦さん）が「第24回全国みどりの愛護」のつどいで、「県都市緑化

功労表彰」を受賞されました。協議会は、大淀海岸の白砂青松の保全、除草作

業や史跡斎宮跡の植栽作業などに熱心に取り組んでいただいており、これらの

活動が評価されたもので、私からもお祝いを申し上げました。 

  最後に、今年も明和町ギターを楽しむ会代表の奥浦敏夫さんから、５月25日

に中央公民館で開かれた「ギターのしらべ・チャリティーコンサート」で集ま

った募金12万円を社会福祉協議会にご寄附いただきました。また、松阪市の電

気部品製造会社のアドウェルさんからも「斎宮跡で役立てて」と10万円を町へ

ご寄附いただきました。ご寄附はすべてをご報告できませんが、このような善

意は行政と地域の各種団体や事業所、ボランティアなど地域を支える主体がそ

れぞれの役割を尊重し、互いの強みを活かしながら、地域の課題解決に向けて

取り組むという「協働の姿」であり、総合計画にも定める「協働で築くあたた

かいまちづくり」の原動力であると受け止めております。ここに、関係者の皆

さんに改めてお礼を申し上げる次第でございます。 

  諸報告につきましては、以上でありますが、本定例議会の上程議案につきま

しては、教育委員会委員の同意が１件､ 専決処分した事件の承認１件、繰越明

許費計算書の報告５件、協定の締結が１件、事務委託の規約変更に係る協議が

１件、条例の制定２件、条例の一部を改正する条例４件、平成２５年度一般会

計補正予算ほか斎宮跡保存事業特別会計補正予算と農業集落排水事業特別会計

補正予算、水道事業会計補正予算をお願いしております。 

  新年度に入り景気が上向きになってきたとはいえ、地方経済の活性化はＴＰ

Ｐ問題や震災からの復興などで、今後も大きな影響のあることが予想されると

ころでございます。安全安心で、町民の皆様方が日々充実した暮らしができる

町政推進と希望の持てる活気のあるまちづくりを目指し、町民の皆様、議員の
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皆様のご理解とご協力を賜りながら、安定した町政運営に最大限の努力をして

まいりますので、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げ、行政報告

とさせていただきます。 

○議長（北岡 泰）  続きまして、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） それでは地方自治法第243 条の３第２項の規

定に基づき、多気東部土地開発公社の決算、並びに予算の報告をさせていた

だきます。 

  去る平成25年５月27日、明和町において平成25年度第１回理事会が開催され、

平成24年度決算、及び平成25年度予算が審議され、いずれも原案どおり議決さ

れました。 

  ３ページの平成24年度損益計算書をご覧ください。 

  平成24年度決算では、１．事業収益は、2,629 万6,280 円で、公有地取得事

業で明和町社会資本整備総合交付金事業、坂本前野線の用地買収に係るもので

ございます。 

  ２．事業原価も同額で、差し引き事業総利益は０円となります。 

  ３．販売費及び一般管理費は、公租公課費で７万円と、役務費945万円、事

業損失は７万945 円となります。 

  ４．事業外収益 受取利息は基本財産の利息で３万9,349 円。 

  ５．事業外費用 支払利息は０円、経常利益は３万9,349 円となり。 

  ６．当期純損失は３万1,596円となります。 

  次に、４ページ、平成24年度貸借対照表をご覧ください。 

  資産の部 １．流動資産（１）現金及び預金は３億1,636万620円、（２）事

業未収金は2,629万6,280円、（３）公有用地は６億461万5,177円、（４）開発

中土地３億8458万4,341円、流動資産合計13億3,185万6,418円となります。 

 ２.固定資産 ３投資その他の資産(出資金）は400万円で、明和町、多気町が

それぞれ200万円ずつ出資しております。固定資産合計は400万円、資産合計は

13億3,585万6,418円となります。 
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 続きまして、負債の部、1.流動負債（１）未払金は17万8,500円、（２）短期

借入金2,000万円、流動負債合計は2,017万8,500円となります。 

 2.固定負債（１）長期借入金は13億1,047万円となり、負債合計は13億3,064 

万8,500円となります。 

 続きまして資本の部 １．資本金（１）基本財産は400万円、２．準備金

（１）前期繰越準備金は123万9,514円、（２）当期純損失は３万1,596円であ

り、準備金合計は120万7,918円、資本合計は520万7,918円となります。負債資

本合計は13億3,585万6,418円となり、この額は資産合計と一致いたします。 

  ５ページはキャッシュフロー計算書ですので、後ほどご覧ください。 

  ６ページは、資本的支出繰越計算書、７ページ、監査報告につきましては、

説明を省略させていただきます。 

  続きまして、９ページ、平成24年度予算書をご覧ください。第２条 収益的

収入及び支出、収入、第１款土地開発事業収益は５億4,458万8,000円、第１項

公有地取得事業収益１億7,455万8,000円、第２項土地造成事業収益は３億

9,003万円でございます。 

  第２款事業外収益は７万1,000円、第１項受取利息７万1,000円、収入合計５

億6,465万9,000円となります。 

   支出、第１款土地開発公社事業原価は５億6,458万8,000円、第１項公有地

取得事業原価１億7,455万8,000円、第２項土地造成事業原価３億9,003万円。 

 第２款販売費及び一般管理費７万1,000円。 

    第３款事業外費用、第３項支払利息０円、支出合計５億6,465万9,000円とな

ります。 

  第３条 資本的収入及び支出でございます。 

  資本的収入額から資本的支出額に対して不足する額５億4,070万円は、損益

勘定留保資金で補てんすることになります。 

  まず、収入、第１款資本的収入は８億円、第１項長期借入金８億円、支出第

１款、資本的収入は13億4,070万円、第１項公有地取得事業費6,720万円、第２
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項土地造成事業費８億円、第３項長期借入金償還金４億7,350万円、支出合計

13億4,070万円となります。 

  10ページ、第４条 継続費につきましては、多気クリスタル工業ゾーン造成

事業分となります。 

  11ページ以降は予算に関する説明書となりますので、後ほどご覧ください。 

  これで、多気東部土地開発公社の報告を終わらさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（北岡 泰）  以上で、日程第４ 行政報告を終わります。 

  

  

   常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○議長（北岡 泰）  日程第５ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議

題とします。 

  本件について、報告を求めます。 

  まず、総務産業常任委員会 江委員長登壇願います。 

○総務産業常任委員長（江 京子） おはようございます。 

  ただいまから、総務産業常任委員会所管事務調査報告をさせていただきます。 

  平成25年第１回定例会において、閉会中の継続審査となりました下記調査事

件について、会議規則第77条の規定により、調査結果を次のとおり報告します。 

  １．調査事件  災害に強いまちづくりについて 

          ６次産業について 

  ２．調査年月日 平成25年５月23日から24日 

 ３．調査地   滋賀県甲賀市 

          兵庫県神戸市・南あわじ市・淡路市 

 ４．参加者   委員７名・議長・町長・職員２名・事務局２名 

  ５．調査概要 
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  ［甲賀もち工房］ 

第１次産業（農林業) 、２次産業（製造業) 、３次産業（小売業）の性格を

あわせ持つ「６次産業」が注目されています。農家が育てた作物を加工や消費

者への販売まで自らやって利益を上げる手法です。 

  滋賀県甲賀市の農業法人「甲賀もち工房」は、複数の農家が集まって加工、

販売を手がけています。94年に活動を始め、2006年に法人化し、契約農家から

仕入れたもち米を使い、正月用のもちのほか草もちや米粉の麺を作って直売の

施設で売り、売り上げはもち米をそのまま売る場合の２倍以上だそうです。近

年ではウインナーを挟んだ『満ぷくたい焼き』、『ロールケーキ』などの米粉

入りの製品や、若者を対象にした個別包装のおにぎりの販売にも力を入れてい

るそうで、商品を売るためには商品そのものも大切であるが、商品名や、包装

にもこだわり、発想の転換を図る必要があるとのことです。 

  また、もち工房は若者から高齢者までの雇用促進にもつながり、「きけん」

「きたない」「きつい」と言われる３Ｋのイメージが「かんどう」「かっこよ

く」「かせげる」という３Ｋのイメージに変わったとの説明もありました。 

  一方では、毎年もちの魅力をアピールする「甲賀もちふる里まつり」を開催

し、全国発信と共に、住民にも親しまれているそうです。 

  甲賀市のもち米を活用した町おこしの取り組みは、地域に活気を与えている

ようにさえ思われ、わが町も６次産業の発展のために、参考にできるところは

是非取り入れ、今後さらなる検討をしていくことを痛切に実感いたしました。 

 ［兵庫県：人と防災未来センター・津波防災ステーション・北淡震災記念公

園］ 私たち人間には、地震・台風・洪水など自然災害を未然に防ぐ力はあり

ません。自然災害は起こってしまうものです。また、地球温暖化の影響か風水

害の発生も尋常ではありません。しかし、完壁な「防災」はあり得ないのです。

それなら、被害を少しでも減らす「減災」を考えなければいけません。今回視

察を行った施設は、すべて被災経験に基づいて保存・展示・解説がされていま

した。 
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  人と防災未来センターは、阪神・淡路大震災の経験と教訓を未来に伝え、展

示や資料、映像や震災体験者からの話から、一人ひとりが災害に対する正しい

知識を身につけることができます。 

  津波防災ステーションは、平成22年８月に共用を開始し、津波被害を軽減す

る①水門等を自動閉鎖し、津波が町の中に入り込むのを防ぎます。②津波発生

時の緊急避難場所として。③津波警報時の放送。④防災学習室の設置の４つの

重要な役割を担っているそうです。低地に住宅が密集するとともに、住民の高

齢化が進んでおり、津波によって大きな被害が出ることが予想される町の現状 

と合わせて、ステーションの役割の説明を受けました。 

  北淡震災記念公園は、地震で現れた国指定天然記念物の野島断層がありのま

まに保存・展示し、色々な角度から断層を分かりやすく解説されており、将来

起こりうる大地震について考えさせられました。 

  被災経験に基づいたこの研修では、時間が経てば経つほど忘れがちになる苦

い経験を再度思い起こさせられ、それと共に一人ひとりが危機感への意識を持

ち、減災に努めることの重要性を改めて認識させられました。 

  以上、簡単ではありますが、総務産業常任委員会の報告といたします。 

○議長（北岡 泰）  江委員長の報告が終わりました。 

 報告に対し、補足説明をされる方はございませんか。 

           （「な  し」と呼ぶ声あり） 

○議長（北岡 泰）  補足説明をされる方がないようですので、これから質疑

を行います。 

  質疑される方はございませんか。 

           （「な  し」と呼ぶ声あり） 

○議長（北岡 泰）  質疑される方がないようですので、これで質疑を終わり

ます。 

  次に、教育厚生常任委員会 綿民委員長登壇願います。 

○教育厚生常任委員長（綿民 和子） 改めまして、おはようございます。 
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  所管事務調査報告をさせていただきます。 

  平成25年６月11日 

 明和町議会議長 北岡泰 様 

 教育厚生常任委員会委員長 綿民 和子 

              所管事務調査報告書 

 平成25年第１回定例会において、閉会中の継続審査となりました下記調査事件

について、会議規則第77条の規定により、調査結果を次のとおり報告いたしま

す。 

                  記 

 １．調査事件  認定こども園について 

         グループホーム・ケアホームについて 

 ２．調査年月日 平成25年５月16～17日 

 ３．調査地   大阪府豊能町 

         京都府木津川市・京田辺市 

 ４．参加者   委員７名・副町長・教育長・職員２名・事務局２名 

 ５．調査概要 

 ［豊能町立ふたば園］ 

  大阪府豊能町は大阪府の北部､ 大阪市から約30キロメートルの距離に位置し、

人口は約２万1,000 人、面積は34.37 平方キロメートルで山々に包まれ、四季

折々の木々の草花、自然豊かなまちであります。 

  人格形成の基礎となる乳幼児期の子どもが、恵まれた環境の中で安心して保

育・教育を受けられ、地域における乳幼児保育・教育機能が充実したものとな

るよう、平成23年４月から保育・教育の新しい体系づくりに取り組んでいるそ

うです。東地区には認定こども園『ふたば園』、西地区には『ひかり幼稚園』

を開設し、吉川保育所を含めて、保育・教育一元化カリキュラムを作成し、一

層の保育・教育内容の向上を図ることとされたそうです。 

  研修の目的である認定こども園のふたば園は、保育所部では、０歳児（生後
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６ヶ月）から就学前児童まで、幼稚園部では３歳児から就学前児童までの保

育・教育を行い、４・５歳児は、混合クラスを編成し共通した保育・教育を行

うそうです。幼稚園部の児童には、保育終了後から午後５時までの預かり保育

を実施しているそうです。職員は保育所と幼稚園免許の両所持者となっている

そうです。待機児童もないということです。 

  保育所と幼稚園の年齢が重なる３歳児に対しては、特に配慮をして保育にあ

たっているとのことでした。 

  意見交換の後、園を踏査しながらこども達の様子を視察しました。 

  これらのことを参考に、子どもが安心して過ごせる環境づくりに取り組んで

いこうと改めて思いました。 

［社会福祉法人京都ライフサボート協会］ 

  京都ライフサボート協会は京都府木津川市・京田辺市内に、一人ひとりの人

間がありのままに、生き生きと暮らしていくことのできる社会の実現を目指し、

ケアホーム、短期入所、就労支援、デイサービス、相談事業など様々な分野で

施設の運営をされているそうです。 

  施設創設にあたっては消防設備の設置、建物の不燃構造、職員配置の３点に

着眼を置いたそうで、特に職員配置に関しては苦慮され、勤務体制や給料のあ

り方に配慮し、職員の定着を図られたそうです。 

  グループホーム、ケアホームは、病気や障がいなどで生活に困難を抱えた人

達が地域社会に溶け込み、普通の暮らしができるための施設です。 

  「日本の狭い住宅事情や急激な高齢化が進む核家族社会の中で、障がい者が

家庭で暮らすことが全て幸せであるとは言い難い部分もあると思われます。ど

こで暮らしていけるか、ということより、どのように暮らしているかがもっと

問われなければならない」との理事長の言葉に深く感銘を受けました。 

  今後この言葉を胸に、誰もが住みよい町にしていこうと全委員で確認しまし

た。 

  以上、簡単ではありますが、教育厚生常任委員会の報告といたします。 
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○議長（北岡 泰）  綿民委員長の報告が終わりました。 

  報告に対し、補足説明をされる方はございませんか。 

           （「な  し」と呼ぶ声あり） 

○議長（北岡 泰）  補足説明をされる方がないようですので、これから質疑を

行います。 

  質疑される方はございませんか。 

           （「な  し」と呼ぶ声あり） 

○議長（北岡 泰）  質疑される方がないようですので、これで質疑を終わりま

す。 

  以上で、日程第５ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を終わります。 

 

 

    一般質問 

 

○議長（北岡 泰）  日程第６ 一般質問を行います。 

  一般質問は、５名の方より通告されております。 

  許可したいと思います。 

  １番通告者は、上田清議員であります。 

  質問項目は、①「町財政全般を問う」 

        ②「環境と防災について」の２点であります。 

  上田清議員、登壇願います。 

 

           ５番    上 田    清 議員 

 

○５番（上田 清） 改めまして、おはようございます。 

  ただいま、議長より登壇の許可をいただきましたので、先に通告させていた

だきました一般質問をさせていただきます。特に、町財政全般について、それ
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から、環境と防災についての２点を質問させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

  １番目の町財政につきまして、今後考えられる公共施設、２番目に収納、滞

納対策について、３番目に企業誘致について、また、法人税についてもござい

ます。４番に共同募金についてのことを質問させてもらいます。 

  環境と防災についての点には、１番目に、伊勢広域斎場についての問題点、

２番目にソーラーパネル設置状況についての質問させていただきます。３番目

には、災害時に避難所の運営についてのことを質問させていただきますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、１番目の質問に入らさせていただきます。 

  今後、明和町として公共施設、ここ数年来に町庁舎、中学校、大淀小学校の

建設が予定されていると思いますが、財政面、どのような手法でお考えをして

みえるのか。また、中学校、大淀小学校におきましてはですね、建設におきま

しては、文部省予算とか防衛庁予算を使えるんじゃないかと、そのように思わ

れますが、どのようにされるのですか。 

  それと庁舎につきましては、どのような政策をし全額起債でされるのか、建

設の基金を今まで貯めていただいていると思いますが、それを使ってやってい

くのか、その点をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  上田清議員の質問が終わりました。 

  これに対して答弁願います。 

  町長。 

○町長（中井 幸充） ただいま、上田議員のほうから今後考えられる公共施設

の、いわゆる財源についてのご質問を賜りました。１つは、中学校並びに大淀

小学校の学校建設ということで受け止めさせていただきます。通常の場合はで

すね、国の補助、先ほどご指摘ございました文部科学省からの国の補助を受け

て、整備をしていくということでございますが、その残りの部分につきまして

は、必要な範囲で起債をお借りをし対応してまいりたいと、そのように考えて
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おりますが、厳しい財政状況下のもとでございますので、あまり起債に大きく

頼ることのないようにですね、これから整備を考えていきたいと、そのように

思っておるところでございます。 

  ご指摘いただきましたように、私もこの整備に関しましては、平成19年度就

任をさせていただいたときからですね、教育福祉建設基金ということで、基金

を毎年わずかではございますが、5,000 万円程度を積み立ててまいっておりま

す。現在は、平成25年３月現在で５億2,000 万円程度でございますけれども、

今後、積み立てをですね、さらに続けていく中で学校整備にあたっていきたい

と、そのように思います。 

  また、庁舎のほうではございますけれども、まだどれだけかかるというよう

な部分もなかなか判断ができないわけでありますが、実はこの庁舎につきまし

ては、直接的な国の財政支援というのは望めません。従いまして、先ほどご指

摘ありましたようにですね、すべて起債に頼るというようなことにならないよ

うにですね、考えてまいりたい。その中では、先ほどお話にもありました防衛

省の補助をいただける、そういう取り組みをしてまいりたいと、そのようにも

考えております。 

  整備手法については色々あろうかと思いますが、従来の公共直営方式、ある

いはＰＦＩなどのですね、そういう方式もこう考えながらですね、色々と財政

的な面を検討してまいりたいと、そのように考えておりますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。 

  上田清議員、再質問はございますか。 

  上田議員。 

○５番（上田 清） 今、町長さんから貴重な財源をですね、財政としてしっか

りと見極めて建設等を考えるというようなご答弁だったと思います。先のです

ね、全員協議会でもお示しいただきましたように、公共施設等整備事業、整備

計画検討第１次報告をいただきまして、概要を聞かせていただきました。その
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中で、町民の皆さんが望んでみえた500 席を超えるホールの機能を持った施設

を建てられる。また防災センター等の施設も聞かせていただきました。 

  そこで、整備計画のお話を聞いたあと、その日の夕方でしたか、新聞を見せ

ていただきますと、載っておりましてですね、そこで町民の皆様がですね、

「上田さん、これが進むと明和町借金かなり増えるんじゃないか」と、そのよ

うな心配が聞こえてみえました。そこで、やはり先ほど町長から言われました

ように、しっかりとこの町財政を見てからしていこうじゃないかというような

お話でございますが、この計画は出てからですね、整備等もう少しこの国のほ

うに予算とか、そういうのを要望していかれるのか、それともまた先ほど言わ

れたように、起債をしていくのか、町民としてはかなり心配されてみえます。

今までの町の財政見てみますと、百数十億円の借金があるねと、そういうこと

を町民の皆さんは心配されてみえますので、そこの点、もう少し詳しくわかれ

ば、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  上田清議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） すべてを一般財源で賄うということは、非常に難しゅう

ございます。従いまして、我々としましてはですね、国の支援、県の支援を何

とか受けるようにですね、努力をしてまいりたいと、そのように思います。 

  今回のその公共施設の整備につきましてもですね、一度にそれをやるという

ことではございません。例えば構想として 500人程度の文化会館的なものをと

いうふうに申し上げておりますが、現在の中央公民館もその施設を備えてござ

います。これが昭和の58年の建築だったというふうに思います。従って、改築

時にですね、やはり新たな場所に移転していくというようなことの部分なんで

すが、これだけではなしにですね、小学校、あるいは幼稚園含めて、全体の公

共施設の整備計画等々もですね、やはり将来的なものをにらんだ中で、きちっ

と計画的に立てていって整備をしていく必要があるだろうと、そのように考え

ておりますので、今回の義務教育施設整備検討委員会等々で、色々ご議論いた

だいておるその中身を踏まえましてですね、いずれの時期か早い時期にですね、
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やはり町全体の公共施設の整備計画、これ10ケ年計画になるのか、20年計画に

なるのか、少しわかりませんけれども、この時期にこういうものの建て替え

等々が必要だという、そういう計画をですね、まず立てていきたいなと、その

ように考えております。 

  その中で当然、財政的にどうしていくのかという議論もですね、合わせて行

っていかなければならないと、そのように思っておりますが、ご案内のように

町税だけで、自主財源だけで、なかなかすべての公共施設の整備を賄っていく

ということは不可能に近いわけでありますので、ご指摘ありましたように国の

支援、県の支援、あらゆる支援を得ながら整備を進めてまいりたいと、そのよ

うに考えております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

 上田議員。 

○５番（上田 清） 先ほど町長からですね、整備計画については年数がまだ、

きちっとした年数が発表できないというようなことでございますが、ここ10年

来には中学校にも、本庁にも、それから大淀小学校もですね、建設がされると

町民の皆さんは期待をされておると思いますので、そのようにですね、整備計

画の立案をですね、しっかりと立てていただいて、今後進んでいっていただき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、２番目の収納、滞納、この対策につきましてですね、収納に対

してはですね、行政としてしっかり頑張っていることを、私は昨年度まで会計

監査をさせていただいたところでございますので、町の納税納付率を上げるた

めに、職員の皆さんの献身なる努力をしてみえるのを、私は目の当たりに見ま

しておりましたので、頭の下がる思いでございました。 

  そこで、少し考えていただきたいのは、その中でもやはりあまりにも悪質で

払ってくれない、滞納を繰り返しておる、そういう方があろうかと思います。

その滞納対策として、どのように町として対応されてみえるのか、収納対策、

県のほうにですね、お願いしてされておるというようなことも聞いております
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ので、その点だけお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  上田清議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 町税の収納対策につきましては、色々と私どもも町民の

皆さんからの貴重な税でございますので、あらゆる機会を通じて納税をいただ

く、そういう対応をですね、今、考えておるところでございます。 

  一つの試みとしましては月２回ですが、夜間の納税相談の窓口の開設、それ

から今ずっと行っておりますが、日曜開庁時の納税相談窓口の開設、それから

ですね、職員研修も含めて年２回ですが、特別徴収強化月間という形の中で、

皆さん方に滞納者への戸別訪問を行い、納税へのご協力をいただいているとい

うのが、今の状況でございます。さらに、今後もですね、コンビニ収納等々を

含めてですね、とにかくまずは、納めやすい納税のその窓口というのですか、

機会をまず我々としては広げていかなければならないと、そのように思ってお

るところでございます。 

  しかしながら、今日の経済状況の中ではですね、破産とか、それから競売等

で財産を失われる方もですね、ままございます。そしてまた経営の悪化等によ

りましてですね、滞納が増えるという、そういう悪循環も実は繰り返しておる

ところでございまして、多重債務者と言いますか、幾つもの借金を抱えてみえ

る、そういう方もですね、おみえになりますけれども、そういった方について

もですね、なるべく相談をいただいて、なっとか納めていただくような、そう

いう理解を得るような努力を今、職員ともども頑張っているところでございま

す。 

  で、ご指摘ありましたように、段々段々滞ってていう部分はやむを得ない部

分も我々は理解をしますが、それ以外にですね、いわゆる悪質と言われるその

滞納者につきましては、これは定期的にですね、差押えということを前提に定

期預金とか、あるいは生命保険とか、そういった財産調査を行いまして、そし

て事前に通告をさせていただいて、そして差押えをして税のほうに回していく

という、そういう取り組みもずっとやっておりますけれども、私としてもあま
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り差押えというのは、あまりこうしたくはないという部分もございますので、

なるべくその自主納税ということに力を置きながら、職員ともどもですね、相

談窓口の中で、こう十分話し合いをしながらですね、分割納付とか、そういっ

た手続きをしていただくように努力をしているところでございます。 

  24年度の差押えの件数等々につきましては、税務課長のほうからちょっと今

の状況だけ報告をさせていただきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  税務課長。 

○税務課長（世古口 和也） 平成24年度の差押え件数について、ご報告させて

いただきたいと思います。24年度の差押え件数につきましては31件させていた

だいております。管下額といたしましては707 万9,132 円を徴収いたしており

ます。そのほか差押え事前通告による自主納付とか、分納誓約によります自主

納付額につきましては2,500 万円を超える徴収実績がありました。 

  また、当町におきましては滞納整理に困難を要し、また専門的な徴収手法を

駆使した滞納処分を要する滞納事案につきましては、三重地方税管理回収機構

のほうへ、その徴収権を移管させていただいておりまして、平成24年度は９件、

総額1,000 万円余りになりますけれども、その徴収権を活かさせていただきま

して、延滞金を含めまして373 万2,800 円の徴収実績がございました。引き続

き町の自主財源の確保のために債務者に対しましては、厳しい対応でそちらの

ほうには臨んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

  上田議員。 

○５番（上田 清） 今、税務課長から報告をいただきましたように、かなり頑

張っていただいておると、本当に苦労をかけているんだなということを心から

感謝します。本当にありがとうございます。 

  それでもですね、やはりその滞納をよう支払わないから何とかしてほしいと

いうような方も、中にはあると聞きます。その方たちに分納とか、そういう形

でしっかりと税務課として対応をしていただけるよう、これからもお願いした
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いと思いますので、しっかりと行政の皆さんが、税務課だけじゃなく、各課の

担当課に任すんじゃなくですね、皆さんが頑張っていただけるように、よろし

く私からもお願いしたいと思います。 

 続きまして、３番目の企業誘致について、また法人税について少しお尋ねし

たいと思います。企業誘致につきましてはですね、３月議会のときに松本議員

の質問に対して、町長から答弁もいただいております。それですので、私は少

し角度を変えまして質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

  以前から町長さんはですね、町内にある企業に出向きまして、意見交換をさ

れていると聞いております。この意見交換の中にですね、一般的な話の中で事

業の拡大とか、地元の皆様の雇用拡大など話し合われていると思いますが、今、

明和町ではたくさん企業さんが企業を行っております。 

  そこでですね、私はできるだけ町長さん話されている中で、本社機能をです

ね、できるだけ明和町に移してもらえないかというようなお話をされてみえる

のか、どのようにお話をされているのかも聞かせていただきたいのと、私は少

し企業さんの方と話す機会がございまして、「明和町のためになるんであれば、

できるだけのことを協力させていただきたい」というようなお話を聞かせてい

ただいております。是非、企業訪問されるときには、このような本社機能を是

非明和町に移転をしていただくようなお願いをされてみえるのかどうか。それ

とか先ほど言いましたように、地元の雇用を増やしていただけるようなお話を

されてみえるのか、そこら辺のとこちょっとお聞かせ願いたい。 

○議長（北岡 泰）  上田清議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 町内の事業所さんにおける動向と申しますか、私もです

ね、東日本の大震災以降に一時自動車関連、あるいは電気関連で非常に原材料

が入らないという形の中で、町内の企業さんどのようになっているかというこ

との中でですね、震災以後ずっと町内の企業さん、それぞれ訪問させていただ

いて実情等々をお聞かせをいただいているところでございます。 
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 町内の事業所さんかなりございますので、大小含めて今歩いておりますが、ま

だ途中でございます。昨年は14社、実は歩かさせていただきました。大小含め

てでございますので、昨年歩いた部分につきましてはほとんどが町内に本社が

あるということの中で、色々お話をさせていただいているんですが、やはりそ

の中でも、できれば明和町にですね、先ほどお話ありましたように本社機能を

やっぱし持ってきたいという企業さんもありますし、他所の地域にある工場を

畳んで、そして明和に持ってこようかという、そういう計画をいただいている

企業さんも実はございます。 

  そういう中でですね、逆に事業の成績が悪く悪化してきたんで、もう大阪に

という、そういう企業さんも実はございましてですね、私としてはなるべく企

業誘致はなかなか難しゅうございますが、今ある企業さん、特に大阪、あるい

は関西方面からきていただいている企業さん、明和を畳まずにですね、なっと

かここできちっと事業を継続していただけるように、お願いをしているところ

でございます。そのことによって雇用も当然、にも結びついていきますし、出

ていかれますと、もう本当に法人税も入りませんので、そういった意味でです

ね、今、活動してみえる事業所さん、できるかぎり明和町でお願いをし、そし

て本社機能を、これ欲張りかもわかりませんが、そういう形のものをお願いし

ながら、訪問をさせていただいておるというのが、今の状況でございます。 

  そういうことで、町としてもですね、事業所の奨励資金、奨励制度も設けて

おりますので、それらをＰＲしながらですね、なっとか町内に留まっていただ

くように努力をしておるところでございます。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

  上田議員。 

○５番（上田 清） よくわかりました。できるだけですね、企業さんを回って

いただいてですね、お話をしていただいて、先ほど町長が言われましたように、

できるだけ本社機能をですね、町のほうに移転をしていただきたいというよう

な要望をしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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  明和町にですね、かなり有名な企業さんがあります。これもご存じだと思い

ますが、大淀には山本機工さん、このエンジンには日本全国船に対するエンジ

ンでは、もうここの機械が一番だというようなお話も聞いております。それと

日本で唯一ある羽毛の会社も明和町にございます。この会社は本社はまだ名古

屋でございますので、私も社長さんとちょっとお話する機会がありまして、で

きるだけ明和町に本社を移転してほしいというようなお願いもしてございます。

また町長さん行かれましたら是非、河田フェザーさんと言うんですが、そこに

行かれましては是非お願いしていただいて、本社機能をしていただく、そうす

ると大きな工場も増設をしたいというようなお話もございますので、そこのと

ころまたお話をしていただければと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

  それとですね、法人税につきまして私も勉強不足でございますので、税務課

の課長さんにもちょっとお教え願いたいんですが、本社機能がなくてもですね、

資本金とか総売上等割をですね、従業員割とかそういうことで明和町に法人税

の納付があるということを聞かせていただいておりますので、その点、ちょっ

とわかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  上田議員の質問に対する答弁、税務課長。 

○税務課長（世古口 和也） 法人町民税につきまして、ご説明をさせていただ

きたいと思います。法人町民税には均等割と法人税割というのがございまして、

その２つを合わせたものが法人町民税ということで、納税をいただいておりま

す。 

  均等割につきましては、その当該法人の資本金の額と、あと明和町に今、事

業所がございました場合には、その事業所の従業員数によりまして、均等割が

５万円から最高300 万円までの９段階で均等割のほうが定められております。

法人税割につきましては、国税の法人税の税額を課税標準額といたしまして、

それの12.3％を法人税割として納めていただいいるというような状況でござい

ます。以上でございます。 
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○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

  上田議員。 

○５番（上田 清） どうもありがとうございました。よくわかりました。よろ

しくお願いしたいと思います。 

  それでは、続きまして４番目の共同募金につきましてでございますが、共同

募金はですな、行政としては社会福祉協議会にお願いしているということで、

少し行政には関係がないんじゃないかというようなお話でございますが、近年

ですね、町民の皆さんから貴重な財源を募金としていただいております。これ

がですね、少しずつ減ってきております。社会法人から、このような絆という

のが出ておりまして、このときにも皆報告をされております。近年、やはり募

金額というのですか、その金額が減少してきたと。 

  そこでですね、社会福祉協議会のほうではですね、やはり危機感というので

すか、そういうのを感じまして、新しい募金活動を強化するためにですね、羽

毛プロジェクト活動を始めたということを聞かせていただいております。３月

議会の広報にも、議会だより広報にも載せていただきました。みんなの広場の

中にも羽毛プロジェクトいう形で報告をいただいておりまして、そういう活動

をしていただいておるグループがあります。 

  そこではですね、この活動には羽毛羽根布団回収をされております。これに

は生涯施設でありますありんこさんが深くかかわっていただいております。ま

たここ数年ですね、地域、学校の皆様が参加していただいて、回収に協力をい

ただいております。赤い羽根共同募金にはですね、町内の企業の存在が大であ

りますが、企業であるだけでなく、赤い羽根共同募金の企業さんがですね、飲

料水の自動販売機を置かれております。明和町として、この行政として、赤い

羽根共同募金付き自動販売機を設置することができないのか、そのような行政

として設置場所があるのかどうか、そこら辺のとこ少しお教え願いたいと思い

ます。 

○議長（北岡 泰）  上田清議員の質問に対する答弁、町長。 
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○町長（中井 幸充） 先ほどご指摘いただきましたように、この日赤の赤い羽

根共同募金等々も含めまして、いわゆる全国的に募金額が少なくなっていると

いうのが、今の実態であるということは、先ほどのご指摘のとおりであります

し、明和町におきましても自治会の皆さん方にご協力を得る中で、募金を行っ

ておりますけれども、段々段々少なくなっているのが現状でございます。 

  その中で、先ほどご指摘ございました羽毛プロジェクトということにつきま

しては、私が聞き及びますのは、先ほどご紹介ありましたその河田フェザーさ

んがですね、いわゆる中心になって、社会福祉協議会とジョイントする中で、

羽毛を何とかそれを活用して云々というお話をいただいたということでござい

ますが、ご案内のように社会福祉協議会そのものでは、その羽毛を直接回収す

ることができないというのが、今の法律上の問題でございまして、従いまして、

皆さん方にご協力をいただいて、そしてその羽毛を社協へ、そしてから河田フ

ェザーさんという、そういう流れで今、この羽毛プロジェクトが取り組まれて

いるというふうに理解をしております。 

  そのことが段々段々と町内に知れ渡ってまいりましたので、各学校での、あ

るいは幼稚園でのその施設での回収のときにですね、羽毛のその布団、あるい

はジャケット等々も含めて回収をさせていただくということで、各地域で頑張

っていただいておりますので、改めてこの場でお礼を申し上げたいと、そのよ

うに思うところです。 

  そういった中で、ご指摘ありました自動販売機の部分でございますけれども、

これは設置の主体になるのはやはり社会福祉協議会ということでございますの

で、直接的にその公共施設に置いていい施設と、学校なんかは特に駄目という

ことになりますので、そういったところも含めてですね、一度検討をするよう

にですね、社協のほうにちょっと話をしてみたいと、そのように思います。 

 ただ、役場にですね、置けるのかどうかということにつきまして、以前もお話

をいただきましたけれども、役場の場合はスペースが狭もうございますし、そ

この出口のところと、それから前に商店さんもございますので、それとお客様
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が何と言うのですか、一過性でですね、滞在してということになれば、そうい

う飲み物の施設も必要なんかなというふうに思うんですが、用事に来られてあ

る程度済まされたら、もうすぐ帰られるという、そういう町民の方々ばっかで

すので、あまり職員としてはお茶も持ってきておりますし、あまり必要ないん

かなというふうな思いでございますが、募金という視点の中で検討すべきこと

があるんであれば検討していきたいと、そのように思いますので、そういった

点でご理解いただきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

 上田議員。 

○５番（上田 清） 町の施設等にはですね、体育館とか中央公民館とか、そう

いう施設もあります。そこには、体育館の中にはですね、総合体育館には１機

確か置いてもらっているというように聞いております。それと担い手センター

のほうのとこにもテニスコートの横ぐらいには設置されているというようにも

聞いております。 

  今後ですね、考えられるのは庁舎が新しくなれば、庁舎の中にはこういう施

設をこういう自動販売機の設置とか、そういうことも考えていただけるように

お願いしたいと思います。それと検討をできるだけしていただいてですね、前

向きに検討していただきたいと思います。 

  それとですね、近年、先ほども町長さんにもお見せさせていただいたんです

が、山口県ではですね、このように共同募金百貨店というプロジェクトを立ち

上げて、県民に知らせておるというようなことがございますので、是非、明和

町でもですね、こういう赤い羽根共同募金という形でですね、いろんなことが

できるように、お願いしたいと思いますので、協力のほうで皆さんと私もそう

でございますが、していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いした

いと思います。 

  続きまして、環境と防災についてでございます。１番目に、伊勢広域斎場に

おきましてですね、ここ数年、かなり稼働率が上がっておりましてですね、こ
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の火葬の炉ですね、傷みが激しいというようなことを聞かせていただいており

ますので、炉の補修、または増設が必要になってくるんではないかと思います

ので、その点、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  上田清議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 火葬につきまして、今、伊勢広域斎場で行っております

が、現在６基の火葬炉がございます。平成９年にですね、６号機というて６番

目を設置をさせていただいたんですけれども、なぜかですね、実はその火葬の

申込みが午前中に集中をするという、そういう状況が出てきております。 

 少なくとも現在のところちょっと聞かさせていただきましたら、午前中に大体

６件、それから午後５件、合わせてマックス１日に11件ということでございま

すが、伊勢、明和、玉城、度会含めてのその広域でございますので、ご案内の

ように火葬件数が増えてですね、他所へお願いするという部分も、間々実はご

ざいます。従いまして、今、広域のほうで色々と検討をしておりますんですが、

増設の方向でですね、何とかやっていかなあかんやろなということは、今、話

を実はさせていただいております。 

  それとその炉もですね、実は私どももそうなんですが、段々体の大きい人が

ありましてですね、なかなか収まらんというような部分もございますので、こ

の７番目の７号炉については、それなりのちょっと大型な炉の検討をですね、

25年度、今年からやりたいということで、今、管理者会議の中で話し合ってお

りますので、そういう点でお願いを申し上げたいと、そのように思います。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

  上田議員。 

○５番（上田 清） ありがとうございます。今、考えてみえる７号機目には、

身長が近年高くなってきて、そういう炉が要るんじゃないかということで、検

討していただいておるそうでございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  それと、この点補修のほうはですね、どのように今までされてみえたのか、
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補修されて今まで全然しなかったのか、補修されておるというようなことも聞

いておりますので、そこら辺しっかりとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  上田清議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 補修のほうもですね、計画的に実施をしております。 

で、先ほど申し上げましたように、平成９年にそういう形の中でやっており

ますし、もう段々とですね、この施設が老朽化してくる部分の中では、適宜で

すね、そういった補修等々も行っていかなければならんと、そのように考えて

おりますので、管理者会議の中でですね、色々とこれからどういう対策とって

いくのかですね、それはきちっと話し合いをしながらですね、計画的にやって

いきたいと、そのように思っております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

  上田議員。 

○５番（上田 清） それじゃその点でよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、２番目の項でございます。ソーラーパネル等の設置状況、この２、

３年ですね、かなり設置がされてみえると、明和町としても補助金を出してい

ただいておりますので、かなりのお家がですね、設置されるようになってきて

おります。近年の家庭の発電の効率のいいやつをかなり使用されてみえると。 

  先般ですね、私も企業さんにお邪魔させていただいたところ、この来年度か

らですね、消費税が上がるんじゃないかということで、近年、また早く設置を

したいという方が増えてみえるということでございますが、在庫が少なくてで

すね、待つのが大体６ケ月ぐらい待ってもらわんことには、設置ができないよ

うなお話を聞いております。そこで、明和町の今の状況等わかればお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  上田清議員の質問に対する答弁、人権生活環境課長。 

○人権生活環境課長（西口 竜嘉） 特に住宅用の部分について答弁をさせてい

ただきます。明和町におきましては、平成15年度から住宅用太陽光発電の助成

を実施しています。助成対象金額は当初からは変わっておりますが、現在は住
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宅用の10キロワット未満の太陽光発電システム設置に対しまして、１件当たり

５万円を助成いたしております。 

  制度創設以来24年度末までの助成件数の合計が372 件でございまして、発電

量は1,564.24キロワットとなっております。25年度本年度におきましても、当

初予算で50件分、250 万円をお認めいただいております。５月31日末現在で申

請状況は20件というふうになっております。で、三重県29市町のうち住宅用太

陽光発電導入支援を実施しておりますのは、明和町を含めまして13市町です。 

以上のとおりです。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

  上田議員。 

○５番（上田 清） この補助金を使ってですね、かなり町民の皆さんが関心を

持ってですね、こういうソーラーパネルを設置していただくように、できるだ

け推進をしていただきたいと、よろしくお願いします。 

 また、近年ですね、企業さんがよく言われるメガソーラーと言うのですか、そ

ういうのを設置されるのがございます。明和町でもですね、今、設置されてみ

えるのが、約50キロ未満の発電量だと思うんですが、行部のほうに２基されて

みえる企業さんがみえます。それともう１つ新しく、この８月ごろに200 キロ

程度の発電のできる企業さんが設置をされるということで聞いております。 

  そこで明和町にはですね、耕作放棄地がたくさん出てきております。そこを

ですね、こういう電気施設、発電施設の設置が進められないものか、もっとた

くさん設置できることができないものか、そこの点、少しわかればお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  上田清議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 耕作放棄地を利用して、この太陽光というようなお話で

ございますけども、実はですね、色々と今日的にそういう何とかできないかと

いうお話をいただいておるわけでありますけども、基本的に耕作放棄地もいわ

ゆる農用地という考え方の中でですね、なかなかその農振除外、あるいは農地
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転用そのものがですね、非常に難しいというのが現在の状況でございます。 

  農振の除外につきましてもですね、一定の条件がやはりございますので、そ

れに合致すればいいんですけれども、それ以外はなかなか休耕田といえどもで

すね、非常に難しいというのが今の現状でございます。現在、設置されており

ますのは、それなりに農振除外がされ、あるいは農地転用がされて、そしてい

わゆる雑種地になり、そういった部分に地目変更がなされた部分でこう今、皆

さん方が設置をしていただいておりますので、新たにですね、例えば、ほ場整

備の真ん中ぐらいにという形になってきますと、ちょっと非常にこの設置その

ものは難しいということでございます。これ白地に引っついた農振の除外がし

やすい、これからも考えて農業を振興していく田んぼではないなと、畑ではな

いなって、そういう部分については検討の余地があるのかなとは思いますけれ

ども、それ以外は今のところ、この農振の網の中ではですね、非常に難しいと

いうことで、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

  上田議員。 

○５番（上田 清） そういうことで、放棄地にはなかなか難しいと、農振から

外れると、そういう農地委員会とかなりの折衝をさせていただいて、白地にす

ればできるということで、ご理解でよろしいでしょうかね。その点はどうです

か。 

○議長（北岡 泰）  上田清議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 簡単にその農用地から外れるということではございませ

んでして、いわゆる農用地の区域からの除外の基準というのが、一定農業委員

会、あるいはその法の中でですね、決められておりますので、それに合致すれ

ば除外ができる。除外ができたら設置ができるという、そういう流れでござい

ますので、申請をすればすべてＯＫということではございませんので、その点、

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 
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 上田議員。 

○５番（上田 清） はい、よくわかりました。そういうソーラーパネルを設置

したいというような企業さんであれば、それなりの勉強もされると思いますの

で、そういう申請があるときには、是非町として企業さんにそういうメガソー

ラーを設置されてはどうですかということを、できるだけしてあげてほしいと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  続きまして、３番目の項で防災、災害時のですね、避難場所の運営について

でございますが、明和町としては避難場所にはですね、学校施設と公共施設に

はですね、災害時に電気施設が整備されていないのが実情じゃないかと思いま

すが、そこで避難所にはですね、やはり電気施設がないと困るなというのがで

すね、水道ポンプにしろ、トイレにしろ、情報収集にあたるにしてもですね、

電気が必要不可欠じゃないかというように思いますが、そこでソーラー施設等

がですね、必要になってくるんじゃないかと思います。 

  また、先の３月議会でも松本議員が教育長さんから答弁いただいたように、

学校施設にはそういうソーラー施設を設置する今、予定がないというような答

弁をいただいておりますが、防災面から考えてみれば必要じゃないかというふ

うに私は思いますので、その点のご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  上田議員の質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 失礼します。今ですね、ご質問の災害時の避難

所における電源の確保について、ご質問をいただいたわけでございますが、ご

質問のとおり、大災害が発生した場合には、避難所には多くの住民の方々が避

難され、長期間の共同生活を強いられる可能性もございます。また同時に、避

難所周辺のライフラインが寸断される状況に陥っていることも考えられるわけ

でございまして、災害発生後、被災者が避難所生活を送るためには、ご質問の

内容のとおり食料、飲料水、トイレなどの物資の確保とともに、通信機器、最

低限の照明などの電源の確保、こういったものが整っていなければならないと、

私どもも考えているところでございます。 
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  ただ、太陽光パネル等の自然エネルギーを利用した蓄電施設があれば、避難

所の電力の確保としては有効であると考えてはおりますが、太陽光パネルや蓄

電機の設置につきましては大きな投資が伴うとともに、通常時に点検や交換な

どのランニングコスト、こういった面での費用面も大きなものがございます。

現時点で防災上の観点から、どのような対策をとっているのかということでご

ざいます。電力が復旧されるまでの電源対策といたしましては、各小学校に発

電機を配置するとともにですね、各小学校に発電機を設置しておりますので、

その発電機による対応を予定しておるところでございます。以上でございます。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

  上田議員。 

○５番（上田 清） 今、課長さん言われたようにですね、学校には発電機が設

置されておるというように、今、聞かせていただいたんですが、そのようなこ

とを私も聞いたことがないんで、そこら辺のとこきちっと答弁をいただきたい

と思います。 

○議長（北岡 泰）  上田議員の再質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 先ほど申しました発電機につきましては、各小

学校に１台ずつ、役場５台、消防署には７台、中央公民館１台といったことで、

各避難所が想定される施設については、移動式の発電機を設置しております。 

  その中で、１台の発電機の発電容量でございますが、2.0 キロボルトアンペ

アと申しまして、6.2時間の連続使用が可能でございます。ガソリンによる使

用でございますが、そういった部分でそれぞれの照明、あるいは通信機器等の

ですね、電力は確保できるということで、整備をしております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

  上田議員。 

○５番（上田 清） 私はですね、その発電機というと、かなりな大きな発電機

を想定しておりましたが、そうすると移動式のあんまり大きくない、家庭でも

使えるようなぐらいの大きさじゃないかと思いますが、この避難所等におかれ
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ましては、もう少し大きな機種の発電機が要るように思いますが、その点はど

うでしょうかね。 

○議長（北岡 泰）  上田議員の再質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） これから避難所を開設するにあたって、色々な

考え方があると思います。各地区に分散してご避難いただくかどうかとかいっ

た、色々な考え方があろうかと思いますが、大惨事においてですね、そういっ

た分散の避難というのは、やはり町としても色々な面で対応する職員の人数と

かいったことからですね、困難なところがございますので、ある程度いろんな

災害に備えられるような形での１箇所、あるいは数箇所、色々考えながらです

ね、避難所の開設については検討していくこととしております。 

  その中で、現在持っております発電機で対応が可能なのかどうかということ

でございますが、１台当たり2.0 キロボルトアンペアというボルト数というの

は、例えば24型の液晶テレビであれば10台が一時期にですね、使用できるよう

な電力量ということで、使用証言について把握しておりますので、そういった

部分をですね、一箇所に集中して発電機を持ってくることによって、その避難

所の運営についてはですね、支障がないものと考えております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

  上田議員。 

○５番（上田 清） ありがとうございます。できるだけですね、その電気容量

の多いやつを検討していただいて、今後とも集中して避難の場所をしていただ

ければ、その点も解消できるかと思いますので、今後、しっかりとその点も検

討していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  それではですね、是非今後とも、私も先ほど納税のときにも言いましたが、

行政の皆さんがしっかりと頑張っていただいて、町財政をですね、少しでも潤

うというのですか、そのようなことを考えていただいてですね、職員の皆さん

の頑張りを私は期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思いまして、

私の一般質問を終わらさせていただきます。 
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○議長（北岡 泰）  以上で、上田清議員の一般質問を終わります。 

 

 

○議長（北岡 泰）  お諮りします。議事整理のため、暫時休憩いたしたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北岡 泰）  ご異議なしと認めます。 

  よって、暫時休憩いたします。 

  前の時計で40分まで。 

                          （午前  10時  30分） 

 

 

○議長（北岡 泰）  休憩を解きまして、休憩前に引き続き会議を開きます。 

                          （午前  10時  40分） 

 

 

          ７番    田  邊  ひとみ  議員 

 

○議長（北岡 泰）  ２番通告者は、田邊ひとみ議員であります。 

  質問項目は、①「防災に対する考え方」 

        ②「介護保険制度の現状」 

の２点であります。 

  田邊ひとみ議員、登壇願います。 

○７番（田邊ひとみ） 通告に従いまして一般質問を行います。よろしくお願い

いたします。 

  東日本大震災がもたらした大きな被害、失った尊い人命や財産、まだまだ復

興とは呼べない状況が今をもって続いております。日々の安定した暮らしを１
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日も早く取り戻し、すべての人が安心して暮らしていけますよう、まずは１日

も早い復興に対する取り組みを、国全体で責任を持って行っていく、質問の冒

頭ではございますが、この場をもってこのことを改めて強く申し上げ、国に対

して求めていきたいと思います。 

  そのような日本の今の現状の中、明和町が存在するこの地域におきましても

巨大地震が、いつ発生してもおかしくない状況である。このように言われてい

ることはこの場を含めまして住民の皆さん、ご承知のことであると思います。

先だって行われました全町自治会長会でも町長が発言をされましたとおり、南

海トラフ地震の発生の確率は非常に高く、予知は困難であるとの有識者会議の

最終報告、これが５月の末に新聞報道等で発表されたところでもございます。 

  地震の被害だけではなく巨大な津波、これはもう想像することも難しい規模

の津波になるのではないかと、このような心配をされております津波でござい

ますが、これらに対しての備えを早急に整えなければならない。この思いがよ

り一層住民の皆さんの中にも強く芽生えたのではないでしょうか。明和町にお

かれましても、特に震災、津波被害に対しましてさまざまな方面で取り組みが

なされております。何をどこまでやったら完璧なのか、このように問われます

と、災害に対してはこれはもう基準がない。やれるだけのことはやる。そのレ

ベルの域なのだと、そのような声も住民の皆さんからたくさん届いております。 

  これは住民の皆さんの災害に対する認識度が高まったと、その結果だと私は

考えておりますが、そのような住民意識の高まりと危機感がつのる中で、今後、

明和町がどのようにその思いと防災、減災、避難等の取り組みについて対応し

ていくのか、改めて気になっているところでございます。 

  議会におきましても、先だって行われました総務産業常任委員会の研修では、

神戸の人と未来防災センターや淡路島の福良港津波防災ステーション、また野

島断層保存館などを訪問いたしまして、改めて震災被害の規模や恐さを痛感い

たしましたところです。そしてその地域での今の防災対策等について、多くの

ことを学んでまいりました。この経験を活かし、私たち議員の立場としてもよ
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り一層精力的な意見を出し、そして行政と一緒になって明和町の皆様の安全確

保に向けて取り組んでいきたい、このような思いを強く持ったところでござい

ます。 

  そしてこの研修に際しましては、中井町長も同行をされました。各現場にお

いてさまざまな思いを持たれたことと思います。まずは質問の第１として、今

回の研修に際しましてどのようなことを感じ考えられたか、また今後の明和町

の地震、津波対策等において何が必要であると考えられたか、そのような部分

をお答え願いたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の質問が終わりました。 

  田邊ひとみ議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 去る５月に行われました総務産業常任委員会の研修施設

に同行させていただきました。そしてご案内ありましたように、神戸市の人と

防災未来センターで研修を行いました。1995年の１月の17日、午前５時46分、

早朝に発生した阪神淡路大震災、この被害の大きさを改めてこの研修で、自分

の目で確かめ体感をしてきたところでございます。 

  しかしながら、18年という時間の経過の中で、この薄らいでいく震災のこの

傷跡、これを改めて確認できたことにつきましては、我々が今後、東日本の大

震災と同規模以上の東海、東南海、南海地震に改めて、この大地震が残してく

れた教訓を活かしていかなければならない、そのように改めて感じたところで

ございます。 

  その中で痛感をいたしましたのは、やはり事前の防災が必要、そのように痛

感をいたしたところでございます。まずは潰れない家に住むこと、そして家具

の固定をしっかりとやること、そして家につきましては耐震化をすることで、

多くの命が助かること、そのことが改めて認識をしたところであります。東日

本の大震災では、揺れが大きかった地域での住宅の耐震化が進んでおりまして、

揺れによる死者は少なかったというふうに聞いております。従いまして、建物

の耐震化、これをより一層推進していかなければならない、そのように感じた
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ところであります。 

 また、沿岸部での津波避難に関しましては、福良港津波防災ステーションを

見学をさせていただきました。町としても小学校への外付けの階段の設置、あ

るいはイオンのリテールの屋上駐車場などに、緊急津波避難場所の確保という

ことで努めさせてはいただいておるところでございますが、津波の到達時間に

ある程度時間的な余裕があるということの中で、時の管理者の方もおっしゃっ

てみえましたけれども、防災ステーションに逃げ込むだけが、それでいいとい

うことではないように感じました。若い人、体力のある人はより遠くへ、そし

てより高いところへ逃げる意識を持っていただける、その取り組みが必要とい

うふうなお話を聞かさせていただきまして、我々としても東海、東南海、南海

地震、そして津波の到来までには少しばかりの時間があるということの中で、

まず自らの身は自らで守る、そういう海岸から離れる、そういう意識の向上を

ですね、これからも積極的にやっていかなければならないな、そのように感じ

たところでございます。 

  いずれにしましても防災対策、これからまだまだ多くの課題が残っておりま

す。我々としても今回の視察研修を大きな資料として取り組んでまいりたいと、

そのように考えておりますので、よろしくお願い申し上げ、答弁に代えさせて

いただきたいと思います。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。田邊議員再質問ございますか。 

  田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） ただいま町長に答弁をいただきました。特に町長がお話

をされた耐震、潰れない家に住むということが大切だ。これ私も実感を持って

痛切に感じました。そして現在明和町の皆さんにおいても阪神淡路大震災18年

前、また東日本大震災ももう２年半ですか、時間が経って、皆さんちょっと危

機感が薄れてきていて、イオンさんがあるから大丈夫だろうと、近くの病院の

屋上に上がったら大丈夫だろうかと、そのような声が聞かれていることは事実

です。私自身もできましたら津波被害下げるのは、一刻も早く海より遠いとこ
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ろへ逃げる、これが一番だと考えておりますので、このことに対しまして町長

のご意見賛同させていただきます。町民の皆さんにも訴えしたいと思います。 

  そこで、先ほども町長が言われました潰れない家に住む耐震対策、そういう

ことに関して１点質問を行いたいと思います。この住宅の耐震対策なんですけ

れども、すでにこの明和町でも住宅の耐震診断や耐震工事に対する助成制度が

つくられておりますが、まず、この点につきましてお聞きをしたいのは、これ

らの制度の利用状況、耐震診断や耐震工事関係が今、明和町でどれぐらい活用

されているのか、その点をまずお聞かせください。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 私どももこの耐震診断、そして耐震工事につきましては、

色々と町民の皆様にいろんな形の中でＰＲを実はさせていただいておりますが、

昨年、川口准教授にお世話になり、防災懇談会を実施をする中で、アンケート

調査をこう取らさせてはいただきました。しかしながら、なかなかですね、こ

ういった制度があるということ自体が、なかなか知られていないというか、知

らないという方もですね、かなりおみえになりました。 

  従いまして、これから色々なそのＰＲの仕方はもっと再考していかなければ

ならないと思いますけれども、昨年のと申しますか、平成21年度から平成24年

度までの４年間でですね、耐震の相談を受けたのはわずか55件でございまして、

耐震設計補助を行ったのは６件、そのうち耐震工事の補助を行ったのは４件と

いう数字にしては、非常に少のうございますので、我々のこの反省としてです

ね、もっともっとこういう壊れない家、そのためにはこういった制度もあると

いうことを、もっともっとこの町民の方にＰＲしていきたいと、そのように考

えております。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

 田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） 町長も言われましたが、非常に耐震診断を受ける方の人

数、件数が低い、また補助を受ける方も低いと、そのような現状があるという
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ことを、ただいま伺いました。本当にこれは必要なことだと考えておるんです

けども、住民の皆さんから聞かれる声は、診断を受けてもその改修する費用を、

なかなか自己負担分がかなり重いんだとか、そのような声も聞こえております。

もうこの助成制度につきましては、県の補助等もございますので、そういう部

分もしっかりと周知をしていただいて、たくさんの方がまず診断を受ける、そ

れからどうしたらいいかって、そのような動きをつくっていくことも、この補

助制度の充実につながっていくと思いますので、まずは住民の皆さんの意識、

この補助制度があるということ、耐震診断の制度があるということの周知を、

まず広げていただくこと、それが私も重要だと感じておりますので、その点の

取り組みについては、よろしくお願いしたいと思います。 

  また、この耐震診断の補助制度について、ちょっとお聞きをしたいんですけ

れども、耐震診断のほうなんですけども、この診断の定義というか、基準とい

うのはどういうものなのでしょうか。一般的に建築業界で言われています耐震

に関するというものは、壁量計算、耐力壁と呼ばれる壁の量を基本として、そ

の他さまざまな数値を計算して行われるものだと、そのように私は認識してい

るのですが、いかがでしょう。また、適用される建築物はどのようなものがあ

るのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 失礼します。耐震診断の定義、あるいは適用さ

れる建築物についてのご質問をいただいたわけでございます。まず昭和56年５

月31日以前の木造住宅が対象となります。また、耐震診断はその建物の保有耐

力と必要耐力を比較し、耐力の計算では壁量をベースに劣化度や接合部の強度

等を考慮いたしまして評価を行っております。 

  壁量計算につきましては、建物にかかる水平に対して必要な耐力壁の量を調

べる計算方法でございまして、地震だけではなく台風等の風圧、こういった部

分についても有効であると考えられております。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 
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  田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） ただいま耐震の診断の基準等を教えていただきました。

今の耐震診断の基準というのは、昭和56年以前に建築された木造のものである

ということ、またその壁の量、またはその他もろもろの数値を計算して行われ

るものだということの説明もいただきましたが、これは基本的に、この耐震の

この診断の基準というのは、建築基準法によって守られなければならない基準

で、強制力があってそのように適用されているということを聞かさせてもらっ

ております。そして今の新しい建物に関してはその計算により基準をクリアし

ているということも、私も調べさせていただきました。 

  ですけれども、今、本当にこの壁量計算をメインとした耐震だけで大丈夫か

というような声が、特に建築関係者のほうから声が上がっているということを

耳にしております。特に今の基準では風による被害も計算されていると言いま

すが、風と地震と同時発生に対しては少し弱いのではないかと、そのような弱

点があるということが指摘をされております。 

  それで今、建築業界で言われていることなんですけれども、この耐震の診断

の基準の中に柱直下率と耐力壁直下率、壁直下率とかでいいんですけど、こう

いうことが大事であると言われているのですが、この言葉をご存じでしょうか、

お答えください。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の再質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 柱直下率、壁直下率についてのご質問をいただ

いたわけでございます。木造２階建て住宅におきまして、２階の間仕切り線の

うち、１階の間仕切り線に一致する割合を壁直下率、あるいは柱がですね、１

階の柱にする割合を柱直轄率、で、また壁の場合は60％以上、柱の場合であれ

ば50％以上といった考え方、目安が出されているようでございます。 

  ただし、直下率という用語につきましては、建築基準法の中では用いられて

おりません。あくまでも建築メーカーが経験則的に強度を保つために考えられ

た手法であるというふうに理解しております。 
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○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） 説明をいただきましたとおりに、こちらの柱直下率、壁

直下率というのは、建築基準法では定められていないものだということは、私

も調べて聞いております。ですけれども、今、この２点が住宅の耐震、地震に

強い家づくりという点で非常に注目されているということを、ここで申し上げ

ておきます。全国各地の建築関係の組合でも家を建てる際には、これが重要だ

ということで取り上げられ、研修や勉強会が行われているという現状がござい

ます。 

  というのは、最近では家を新築する際に、住む人の要望を取り入れた自由設

計がかなり可能になってきております。こだわりの注文住宅というのをコンセ

プトにしたセールス展開もございます。当然、設計業者や施工業者は安全性を

配慮し守るための専門的なアドバイスを施主さんに行っておりますが、実際の

お話を伺っておりますと、施主さんの強い思いを反映すると、耐震基準を合格

するぎりぎりのラインの設計をしなければならないケースも多くなっているの

が現状です。このような答えが返ってくることがままございます。採光、窓を

大きくして明るい部屋にしたいとか、生活動線の加減で施主さんの思いをでき

るだけ反映したいという思いなどで、間取りを決めてしまうというケースがあ

るということでございます。 

  そして、今のこの時期、消費増税前の駆け込み景気とでもいうのでしょうか、

家の新築ラッシュがおこっております。こちらの明和町でも各地で土地の造成

が進み、新しい家が建つ姿が目に入ってきております。このこと自体は明和町

の定住者が増えるという点で、とても歓迎すべき点だと考えております。自分

たちが一生を暮らす家は安全で快適であるべきです。より万全を期して家を建

てていただきたいと私も願っております。 

  そこで、私が心配しておりますのは、普通の一般の人ならほとんどの人が建

築基準法の耐震基準でＯＫなんだから、それで大丈夫だと考えてしまう。それ



 46

だけの基準で家を設計してしまう。そうすると先ほどお話をした業者さんの心

配の声につながるというわけでございます。実際、そのことを研究されている

方からお電話がかかりましてお話を伺いました。今の安全基準だけでは家の倒

壊を免れても部分損壊が起こり、結果的に命にかかわることになるのではない

かと、そのようなお話を伺っております。 

  そして、この柱直下率、これは先ほどもお話に伺いましたが、建築基準法の

上でどのように位置づけをされているかというと、その建築基準法では位置づ

けをされていないということなんですけれども、今、明和町の耐震診断ではこ

の柱直下率、壁直下率というのは取り入れられているかどうか、その点だけ、

まずお聞かせください。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の再質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 建物の耐震診断においては柱直下率の考え方は

採用されておりません。また、この直下率についてはですね、耐震基準の中で

は言及されておりません。ただ、建築物というのは本当に四角、サイコロに近

い形が一応一番強い強度を保つものやと考えられております。その中で柱、１

階、２階の柱と壁、それが同一のところにあれば、よりサイコロに近い形にな

るわけでございまして、強度が一番強いであろうという考え方、これはあくま

でも建築メーカーさんの経験則的な考えによるものでございますので、こうい

った考え方に基づく手法でございます。 

  それと木造の耐震診断、あるいは建築基準法で定めている内容というのはイ

コールにはなっておりません。ただし、色々な先ほど申しましたけども、直下

率、柱直下率であったり壁直下率と申しますのは、色々な考え方に基づく壁量

計算を主に考えておるわけでございますが、耐力壁の配置とか、あるいは重心、

合心、こういったもののズレの考え方がございます。建物がねじれるという部

分での数値を確認する部分と、もうほぼ直下率がイコールになってまいります

ので、直下率という言葉では表現しておりませんが、そういった形の重心、合

心のズレを測るズレという部分での数値とは一致してまいりますので、そうい
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った部分では通じるものがあると考えます。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

 田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） ただいま防災企画課長も丁寧に説明をしていただきまし

たが、確かに今の耐震基準かなり新しい、今回の震災等もありまして、見直し

も行われております。かなり厳しい条件になってきているということも聞かせ

てもらっております。 

  ですけれども、先ほど防災企画課長も言われましたように、できれば強度を

保つ家をつくるんであればサイコロに近い形、簡単に言われるとそういうこと

も説明も言われましたけれども、そういうことを、これから新しく家を建てて

いく方々に周知をしていくことが大切なんではないかと、このようなことはや

はり建築業界の方も自分たちの経験上から、そういうことが大切なんではない

かと、そのような声を上げているという実態がございます。静岡県や岐阜県な

どでは建築関係者がワーキンググループでそのような検討を行ったり、構造設

計指針の中で、そのことを明記するということも行っております。 

  また、いくつかの市町ではホームページ等におきまして、新しく家を建てる

人のためにという部分で、家を建てる人に対しての注意事項を記載をしたり、

相談窓口を設けるというようなところもあるということも聞いております。私

も行政としましても、このようなことに対して、特に新しく家を建てる人に対

しての相談業務、そういうことに対しても行政が取り組んでいく、このような

姿勢も防災面を強化していくうえで必要なのではないかと考えております。 

 特に家の新築ということに対して助成を行う、補助を行うということは、かな

り厳しい、難しい話だと私も認識しております。ですけれども、この新しく家

を建てるということに対して、今の建築基準、耐震基準を補完をするという意

味での住民の皆さんへの知識の普及や啓発を進める、このことは本当に大切だ

と考えておりますので、是非とも町としても進めていただきたい。そのような

提案をいたしたいと思いますが、明和町としてのお考えはいかがなものでしょ



 48

うか、答弁を願います。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 基準を補完する意味で、色々な周知啓発を図っ

ていったらといったことでのご質問でございました。あくまでも建築基準法は

国民の生命、健康、財産の保護のために、建築物の敷地、設備、構造、用途に

つきまして、最低限の基準を定めた法律でございます。その建築基準法が求め

ておりますのは、建物の損傷防止であったり倒壊防止、この２つが主な目的と

なっておりますので、その法の趣旨の中の法の趣旨というのは、もうご理解い

ただいているところであると思うわけでございます。 

  その中でですね、ご質問いただいたその法律の中で施工者にとってはですね、

やはり住みやすい、自分の理想としておる家の形というのもございます。それ

を建築主、設計者、施工者三者でその基準をクリアして家を建てていくという

ことで、一つの流れがあるわけでございますが、言われますとおり防災の観点

からですね、可能な限りその基準以上の建物の質の向上といった部分について

はですね、いろんな機会を通じて呼びかけることは可能やと思っておりますし、

また、他のホームページでもそういったことがあるよということで、ちょっと

私も勉強不足でどういった内容について啓発しているのかは存じておりません

が、そういったことも参考とさせていただきながらですね、防災上の観点から

建築主さん等のですね、主体的な気持ちをサポートできるようなことが言えな

いか、こういったことについては検討まいりたいと考えております。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） 行政がサポートする場合には、その難しいことではなく

て、新しく家を建てる場合にはこういうようなことに注意しましょうとか、そ

ういう注意喚起、または専門業者に相談を、きちんと相談をして、耐震のこと

を考えましょうとか、そういう注意喚起ができるような形というのを、こうど

こか過去にはその明和町でそういう相談があったかどうかというのは、私ちょ
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っと今、存じあげないんですけれども、そういうようなことが今後あった場合

に、それに対応できるような体制というのを、是非ともとっていただきたいと

考えております。 

  そして、できましたらホームページ等で載せていただきたいという私の思い

はあるんですけれども、ちょっと１点だけ、このホームページも今回この防災

の耐震のことに関しまして、私色々拝見をさせてもらいましたけれども、今ち

ょっと、この明和町のホームページなんですけれども、防災関連ちょっと調べ

にくいかなという感想を持ちました。防災関連のバナーボタンが横にあるんで

すけども、あれを探すのはちょっとどれかすぐにわからない状況で、あと周り

の家族や知人に聞いても、なかなか知りたいことにたどり着くのに時間がかか

るというような状況があるなという現状も言われましたもんで、そういう部分

に関しましても今、ちょっとホームページということも述べさせてもらいまし

たので、今後ともせっかく明和町素敵なホームページがございますので、それ

がより一層こういいものに育っていくように、このこともちょっと一言この場

で申し上げたいと思っております。 

  あともう１点、耐震関連の質問を行います。町長も言われましたし、広報め

いわ６月号でも記載をされております、住宅内の家具固定の事業についてお尋

ねをします。この家具固定の事業なんですけれども、震災での負傷者の４割が

家具の転倒であると、このように説明が付いております。家具を固定すること

は手軽にできて、効果の高い地震対策であると私も理解しております。また、

この明和町のこの事業の対象者を見てみますと、満65歳以上の高齢者、身体障

害者手帳、療育手帳、精神保険手帳の交付を受けている人、要介護認定を受け

ている人、18歳未満の人、この方々がご家庭にいらっしゃる世帯が対象という

ことで、これ調べましたけれども、全国のほかの自治体の対象者基準と比べて

みましても、幅広い世帯をカバーをしていると、住民の立場に立たれた事業で

あると、そのように考えております。 

  ですけれども、これだけ広くカバーをされているとは言いましても、当然漏
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れている世帯がございます。働き盛りの世帯と18歳以上の子どもさんの家族で

構成されている世帯などが当てはまります。確かにこの世帯で構成をされてい

るお家は働く人がほとんどということで、収入面でかなりの収入を得ていると

いうことは推測はされますけれども、昨今の経済事情で、アベノミクス等で妙

な景気の高揚感ございますけれども、庶民の懐はまだまだ厳しいと言われてお

ります。このようなときに住民の皆さんからは、家具固定をしたいけれどもお

金がかかるからどうしょうか迷っているんですわって、そのような声も聞かせ

てもらっております。 

  調べてみますと、タンス固定などの突っ張り棒など関連グッズ、これは安い

もので500 円当たり、あとは1,000 円から3,000 円が平均でございます。もっ

と高価なものもございますが、大体、この辺の値段で買えるものでございます。

1,000 円や2,000 円なら出せるでしょうというご意見もあるかも知れませんが、

家具固定をしたい場所は家の中、一箇所ではございません。結局、色々買って

いると大きなお金になってしまう。そんなお金をかけるのはやっぱり大変や、

そういう気持ちになって対応がなかなかされない。そういうケースがあるんで

はないでしょうかと、私も心配をしております。 

  そこでお尋ねをします。このような世帯の声に応えるために、家具固定のこ

の事業なんですけど、もう少し広い視野で全世帯を対象にやっていこうではな

いか、そういうお考えは、この明和町は持っていないのか、答弁を願いたいと

思います。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 家具固定事業の拡大についてのご質問でござい

ます。質問の中で、家具を固定したいけどお金がかかるからどうしょうか迷っ

ているというような声があるとのことでございますが、家具固定は家屋の耐震

改修に比べると手軽にできる地震対策でもございます。自分の命、家族の命を

守るために必要なことですので、こういった助成制度云々やなしに、早急に家

具固定の対策はそれぞれで進めていただきたいというふうに考えております。 
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  また、そういった市販のものを利用するだけでなしにですね、タンス等であ

れはですね、新聞紙を三つ折りにしてタンスの前面下に引き込むだけでも、タ

ンスの転倒防止にもつながりますので、色々お考えもあろうかと思いますが、

早急にいろんな対策、個人で対策をとっていただきたいと考えます。 

  また、現在実施している家具固定事業につきましては、あくまでも個人で家

具転倒防止器具等を取り付けることが困難な方を対象にさせていただいており

ます。そいった中で、３つまでの家具の固定については無料となりますが、そ

ういう世帯につきましてもですね、３つ以上の固定した場合は業者と直接契約

いただいて、４つ目以降個人負担をお願いしておるような状況にもございます。

家具固定事業につきましては、私どもの考えではやはり自助の中で対応すべき

事業であると考えておりますので、現時点でその対象を拡大していくといった

ことについてはですね、現在のところ考えがないということで、ご理解いただ

きたいと思います。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） 確かに自分自身の命を守るには自分でやらなければなら

ない、その点はもう大事なことだと思います。お金がないからと言って後回し

にして自分の命を失うというようなことになってもいけないと思います。です

けれども、できましたらすべての家具を固定するお金を補助するというのでは

なしに、１家庭１つの器具を買うのにいくらか補助をするとか、そういうよう

な部分での検討を今後していただきたい。 

  例を言いますと、生ごみの水切りバケツとか、そういうのを１家庭１つ、そ

ういう補助とかもあります。そういう部分を今後検討していただきたいと、そ

ういう思いをこの場で要望として述べさせてもらっておきます。 

  続きまして、通告の２点目、介護保険制度について質問を行います。 

  12月の一般質問でも改正介護保険について質問を行ったばかりではございま

すが、介護保険の色々が改正をされ１年経過し、今年度に入ってから国のほう
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でも介護保険の今後をどのようにしていくかの検討などが行われております。

また、昨年度全国民主医療機関連合会が改定をされた介護保険制度につきまし

て調査を行っております。 

  この三重県でも関係団体複数が共同いたしまして2012年度介護報酬会計にお

ける影響調査、これを行っております。これは三重県内の651 事業所、内訳は

訪問介護事業所181 、居宅介護事業所196 、通所介護事業所274 などなどです

が、これらの事業所からアンケートを回収してデータをまとめるという作業を

したものです。この資料を見てみますと、事業所側から見た介護保険の現状や

問題点が非常にわかりやすく示されていると思います。また、全国版のアンケ

ートでは介護の現場で働く人の声やサービスを利用している人たちの生の声が

ぎっしりと詰まっている。そのような資料になっていると思います。この資料

は、現在まだ編集中ということで、一般のものとして発行されておりません。

また、これがきちんとした形になったらお示ししたいと思いますが、私はその

編集団体でちょっとそういう記事を見させていただきました。 

  そして、私の本意からいきますと、その資料に載っているすべての項目一つ

ひとつについて行政とともに検討精査をしていき、より一層住民により添うサ

ービスの体制を構築していく、そういう作業ができたらとそう思っておるんで

すけれども、本日のこの場所ではとても時間が足りるものではございません。

また、私は専門家ではございませんので、どこまでできるのかと問われたら、

限界がすぐにやってまいります。そこで本日はこの調査をもとにして、今、介

護の現場が抱えている問題に向けて、どのように考え、どのように対応してい

ったらいいか、少しでも現場の声が色々な場所に届けばいいのにという思いで

質問を行います。 

  また、これは三重県全体のデータですので、明和町がこれのすべてに当ては

まるのかと言われますと、イエスと言い切ることは難しいと思いますが、三重

県全体の事例ということは、たとえ今、明和町で問題になっていなくても、遅

かれ早かれ問題になる。または問題になっていても見えてこない状況におかれ
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ている。そのように考えております。 

  この資料によりますと、やはり心配されていた生活援助の時間区分の見直し

で、援助時間を短縮した事業所が48.6％と、約半数の事業所が援助の時間を減

らしております。そして生活支援サービスの使用者への影響も33.1％に支障が

あると回答しております。これは買い物、調理、掃除、そういう生活に密着し

た部分で影響が出ているということです。そして一番大切だと言われておりま

すコミュニケーションの機会も45.9％が減ったという答えが出ております。そ

うして全事業所での収益やヘルパーさんの給与が減ったと回答する事業所が、

３割から４割ございます。また法律で認められた介護職員の医療行為、痰の吸

引や経管栄養の処置なんですけれども、これが５割の事業所が看護職の資格を

持った人で対応と現在なっております。このことに関しては事業所も介護職員

の教育などで対応を整える努力を行っているようなんですけれども、現実問題

としましては、実際にサービスを受けるご本人さんや家族さんから、できるこ

となら看護師の資格を持った人にそういうことはやってもらいたい、そういう

強い希望の声がたくさん上がっております。ですので、介護職員がその行為を

行う、その仕事を行うということは、なかなか受け入れられないという実情も

耳に入ってきております。 

  また、24時間の訪問介護体制については、事業所の体制が整わないというこ

とで、三重県内でも本当にごくわずかなところでしか対応ができていないとい

う現状がございます。そして総合的に見て、今回の介護報酬改定についての評

価は、あまり評価しない、評価しない、この２つを合わせて全体の56.9％とい

う答えが出ております。全国レベルで見ましても７割の事業所で支障が出てい

ると、このような報告があります。 

  これらのことを受けまして質問を行います。12月にお伺いをしたときの回答

で、これらの心配される事柄に対して、介護の場との連携を密にして状況の把

握をし対応していく、このような旨の答弁をいただいているところでございま

すが、今現在、実際のところはどうなんでしょうか。介護の現場からの本当の
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声はきちんと届いていますか、また届いているなら、それに対する対応はどの

ようにされていますか、答弁をお願いいたします。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 12月の段階でも、この援助時間の区分の見直しの影響と

いうことについて、ご質問をいただきました。そのときも返答させていただき

ましたが、私どもとしましては毎月地域連携推進会議というのをですね、包括

支援センター並びに各事業所さんの代表の方にこうお集まりいただいて、情報

交換等々を行って色々とご指摘の点、問題起ってないかどうかというようなこ

とも含めてですね、情報交換を行っておりますが、現在のところは、それに伴

って利用者さんからこう苦情がきておるとかですね、支障が出ておるというよ

うな答えは返ってきておりませんので、それなりに受け入れられて、明和町の

場合ですが、運営されているのかなと、そのように感じておるところでござい

ますので、我々もですね、これからまだまだ、実はその声なき声なのかもわか

りませんので、さらにですね、この利用者や、あるいは事業所を通じてのその

もう少し突っ込んだ形の中での情報を収集できるようにですね、やっていきた

いなと、そのことをこう受け止めてですね、対応していきたいと、そのように

考えておるところでございます。 

  いずれにしましても、現在のところはそういった大きな苦情は、小さな苦情

もですね、出てないというのが現状ですので、その点ご理解いただきたいと思

います。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） 答弁をいただきました。現在のところ苦情は出ていない

というお答えをいただきました。また、きちんとした資料が出ましたらお示し

もさせていただきますので、その資料を見ていただいて、今後とも前向きな取

り組みをしていただきたいと思いますので、その節にはよろしく、私も色々考

えさせていただきたいと思っております。 
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  特に、この介護の現場というのは事業所さんの努力、そこで現場で働いてい

る方の努力というのもかなりあると思います。そういう部分、見えない部分で

本当に表に出せない部分というのがたくさんあると思います。そういう声をし

っかりと聞ける行政であってほしいと願っております。 

  そして、この今、お話をしております介護保険ですけれども、本当に大きな

問題を抱えております。５月16日の朝にもテレビ番組で介護保険のことが取り

上げられておりました。また先週６月８日には、テレビ番組において厚生労働

大臣が介護保険についてお話をされておりました。昨年の内閣府発表の高齢者

白書を見てみましても、日本の高齢化は加速する一方で、人口は一時期ピーク

を向かえ、その後減少するが、高齢者の比率は上昇し続けるであろうと推計を

出しております。すでに問題を抱えている今の介護保険制度では到底この状況

を賄い切れない、保険料の値上げも際限なく増えていってしまうと、このよう

な試算も出ております。 

  そこで、色々とこの介護保険の制度を変えていかなければならない、そのよ

うな動きが国のほうで出てきております。５月15日の厚生労働省の介護保険部

会では、前回の介護保険制度の改正にときにも議論に上がりました要支援者の

切り離しの検討がされております。これは前回の質問でも言いましたが、要支

援の方を介護保険から切り離し、市町村独自の地域支援で支えていこうという

ものでございます。家事代行などのサービスや生活リハビリは家庭の生活の中

で行い、それを各地域で何とかサポートしなさいということになります。 

 地域の住民の生活を地域で支える、これは本当の意味でこれができましたら理

想的な地域社会の構築になると思われますが、今の地域、この明和町の状況で、

このことを実現させることが可能なのでしょうか。まず、この１点、答弁願い

たいと思います。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） ５月の15日ですが、開催されました社会保障審議会の介

護保険部会の中で、先ほどご指摘ありましたような要支援１、２の給付を介護
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保険から外すという、そういう中身も議論をされたようにお聞かせをいただい

ておりますが、現実の話としては、私どももちょっとホームページからですけ

れども、そこの介護保険部会における主な議論というのを、抜き出させていた

だいてちょっと勉強をさせていただいておるわけでありますけれども、この軽

度への給付の見直しに関する議論の中にはですね、色々とやはり疑義があると

いうことでございます。 

  例えば軽度の高齢者に対して見守り、配食等の生活支援を介護保険の対象か

ら、地域支援事業に移行させていくことが重要であり、これにってという賛成

の部分とですね、いわゆる委ねることになって地域格差が生じてくるのではな

いか、できるところとできないところとか、そういった部分があって、給付外

のそのありきではなしにですね、もっともっと保険給付を前提にですね、やは

り、きちんとすべきではないかという思いでの意見交換がされておりますので、

方向性としてはまだ定まってはいないというのが、今の状況かなというふうに

思ってます。 

  明和町の場合にですね、じゃあどうするのというお話ですけれども、我々と

しても今、寝たきり老人等の紙おむつの支給とかですね、それから縁側お元気

教室とか、いろんなその部分を介護予防、この枠の中でですね、こう色々行っ

ております。これがこうヨッコイショされますとですね、財政的負担も含めて

ですね、しんどくなってくるというのが、いまの現状という、そのようにとら

えております。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） 町長も懸念の声とか、その厚生労働省の会議研究をされ

て、今、お答えをいただいたんですけれど、もう一度確認をしますと、もしも

これを地域ですべて賄っていかなければならないというと、格差とか、地域差、

言ってみたら明和町と松阪市ではサービスの内容が違うとか、料金が違うとか、

そういうことも起きる可能性があると、そのようにお考えでしょうか。 
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○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） やはりそれぞれのその財政的な部分というのですかね、

そういうものを考え合わすと、それぞれの地域のやはり格差というのですかね、

こっちはではやっているけど、こっちではできないとかいう、そういうような

中身というのが出てくるんではないかなと、そのように感じております。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） ５月15日の厚生労働省の介護保険部会では、色々懸念さ

れる事項もあるというので、そういう部分をどうするんであろうかと、そのよ

うな議論もされたと、先ほど町長もおっしゃられましたけれども、先週土曜日

の朝、厚生労働大臣が朝のワイドショー番組に出て、30分ほど介護保険の話を

されていた。その番組を私見ておりましたけれども、厚生労働大臣は食事は、

食事関係は配食業者に任せ、食事の介助はＮＰＯなどの団体に任せ、元気な高

齢者がボランティアでその他の介護、援助をやればいいと、このような介護の

方法を各地域、各市町で考えるんが、それが各市町の仕事やと。 

  で、それに対して国は放り出すわけではなくサポートはするよと、お金も一

定出しますよと、そして今現在やったら地方の意見も聞きますよと、そのよう

なお話をされております。もう厚生労働大臣、この土曜日のお話されますと、

もう各地域市町にそういうことは任せるのがこれからの筋のような旨のことを、

30分間の番組でしたけどお話もされております。 

  また、もう１点、特別養護老人ホームの件なんですけども、こちらでも入所

者を中度、重度者に重点化をして、軽度者を締め出すというような方針を厚生

労働省示しました。現在、約１割強の割合の軽度者の方が特別養護老人ホーム

を使用しているというデータが出ております。その方を地域に戻したり、サー

ビス付き高齢者専用住宅で対応していこうと、そのような考えが出されている

んです。ですけれども、この特養の場合、軽度で特養に入所されているという

方には、それに相当する理由、経済的理由とともに身寄りがないなど、施設で
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介護や医療を受ける理由がある。だからそういう特養に入っていらっしゃる。

そういう実情があるというのに、その人たちを放り出して地域で面倒みなさい

と、このような方針が示されたということを私も新聞記事等で見まして、非常

に驚いた部分がございます。本当、もう弱者を切り捨てて、もうなっとかしな

さいよ。もうそう言っているようにしか聞こえなかったんですけれども、そう

いうことに対して、町長どのようにお考えになられますか。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） そういう形になってきますとですね、現在ですね、そう

いうサービスにつきましては、一応、介護保険事業の中で、その割合的には

３％ぐらいでという中身になってます。で、それを超えてきますとですね、や

はり自前でやりなさいという形ですが、これはあくまでもその介護保険事業の

中でやりなさいということは、一方では利用者に跳ね返っていくという、そう

いうことでありますので、保険料を上げざるを得ないという、そんなような中

身になってしまいます。そうすると自然的にどれかのサービスをですね、外へ

出していかざるを得ないというのが、いまの現状であるわけでありますので、

明和町の場合ももうすでにいろんな事業をそういう枠の中で実施をしておりま

す。 

  その中で、まだそういう形がとられるということになってきますと、どれか

をやっぱし中止をせざるを得ないという、そんなような状況に陥ってきますの

で、そういった部分については田村厚生大臣のほうの厚生省のほうもですね、

やっぱりしっかりと議論をいただいて、国の財政支援をですね、やっぱりきち

っとやっていただかないと、それはあくまでも市町で、その地域で面倒見るべ

きやという、そんなことではなしにですね、やっぱり国としても財政支援なり、

そういったものをきちっとやっていくべきだと、そのように思います。 

  ましてや先ほどお話ありましたように、特養の中の軽度の部分を在宅へ在宅

へという形ですけれども、現実の話として老々介護、あるいは共働きの若い人

たちが高齢者を面倒見ていかなあかん、ただ24時間のそういう何というのです
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か、受け皿がきちっとできてない部分の中でですね、やっぱし特養というのは

最低限必要でもありますし、そういう部分がですね、軽い部分がすべて在宅と

いう形になって、逆に言うとその高齢者専用住宅のほうに回ってきますとです

ね、特養の場合ですと、いわゆる住所地特例というのがね、もともと使われま

すけれども、高齢者専用住宅の場合でしたら、そこへ住居を移していただくわ

けでありますので、我々としては高齢者の方が明和町へ、人口増えることはい

いんかもわかりませんけれども、そこで使われる介護保険、あるいは医療保険

等々についてはですね、また非常に町としての財政負担というのが増えてくる

わけでありますので、一方では仕方がないんかなという思いもありますが、将

来的なことを考えると、やはりこれはと言わざるを得ませんので、やっぱりそ

ういったところは切り離さずに、やはり国としてこの制度がある以上ですね、

きちっとした形の中で対応をしていくように、我々としても今後とも国のほう

にですね、きちっと要望なりしていきたいと、そのように考えております。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） 町長も言われましたように、今の中で厚生労働省が考え

ている、厚生労働省も考えていないとは言いませんけれども、その安易な形で

地域にこの介護、そういうものを持っていくということに対しては大きな問題

があるということ、町長も言われましたけれども、そういう部分というのは本

当にしっかり議論をしていかなければなりませんし、反対に私たち住民の立場

としても、将来的には介護保険お世話にならなくてはいけない状況のほうが多

いと思います。そういう部分で、私たちもそういう部分しっかり考えていかな

ければならないと思います。 

  で、特に私も先ほども言いましたけれども、介護が途切れ途切れになってし

まったり、軽度者を無視したやり方というのは、そしてそれを各市町が勝手に

考えたらいいんやないかと言われました。先週のテレビ番組の厚生労働大臣の

お話を聞いて、もう本当にすごく不安を抱いてしまったということは、この場
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で述べさせてもらっておきます。 

  また、介護ボランティアの導入、元気な老人の方が介護の中に入っていった

らいいんではないかというような部分に関しまして、実際、介護の専門職、き

ちんと勉強して資格を取って現場に就業している方たちから、今ですらその現

場での待遇があまり良くないのに、その職場にボランティアの方がたくさん投

入されるということになると、早い話が安い労働力、ボランティアでそういう

こと賄っていこうという考えが広がっていることになると、自分たちは専門職

としてのプライドが持てなくなってしまう。そしてまたより一層の低賃金とか

過酷な労働って、こういうのが広がっていくのではないか、自分たちの身分の

保証はどうなるんやろと、このような声も私の耳に届いております。 

  そしてまた、その今、国が考えておりますように、地域による地域で介護を

賄っていくということになりますと、町長も言われましたサービスの格差も起

きます。働く人の格差も起きてしまいます。これがもう一旦生じてしまいます

と、軽度者の切り捨てから介護における重度者が反対に増えてしまうんではな

いか。結局、重度になればその方は介護保険のほうに戻っていかれるというこ

とで、介護保険にかかる皆さんの負担、保険料に跳ね返ってくる、こういうこ

とも言われております。町長もそういうことも言われておりましたけれども、

そういうことの心配もありますので、この軽度者を介護保険から外すというこ

とに対しては、本当に慎重な考え、議論が必要だと思っております。 

  そしてとにかく、国はお金の適正化ということを中心に考えております。ど

うしても介護の現場やサービスを受ける本人さん、提供する人、それを支える

地域の現状というものにして認識が薄いんではないかと私も考えております。

先ほど来、テレビのことを言っておりますけれども、テレビの中で専門家の方

も、まず今、議論されている介護保険の認定部分について、何をもって軽度と

するのかと、そういうことも大事なんではないかと言われました。介護保険に

対して本当にほしいものは何なのか、どのような制度であるべきなのか、高齢

者の身になって考えているのか、地域の身になって考えているのか、また公平
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な財源というのは何か、こういうことが本当にもう一刻も先送りができない問

題として、今ここにあるということを語られておりました。私も本当にそうだ

と思っております。 

  町長もおっしゃられましたけれども、特にこの地域、地方の自治体におきま

しては、安定した財源措置を国に求める、これがまず最重要であると考えてお

ります。しかし、住民負担が増えてしまうということでは意味がないと私は考

えております。知恵を出し合う必要は十分承知をしておりますし、地域の助け

合いも当然必要でありますし。ですけれども、今この介護保険を見直していく

という大事な時期であるからこそ、また厚生労働大臣も地域の声、自治体の声

は聞くとテレビでも明言されている、こういう時期だからこそも、私たちこの

明和町からもしっかりと声を上げていくべきではないかと考えております。も

う本当遠慮している場合ではない時期だと思いますが、改めてこの点について

町長の決意というか、ご意見を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 地域の住民の方をですね、地域で支えるというのは、こ

れは理想と言わざるを得ません。で、現実の話としてはそれぞれの市町によっ

ても、例えば高齢化率がさまざまでありますし、そしてその中に住まわれる高

齢者の方々の形態とかそういったものもさまざまであります。それらにすべて

統一した対応というのはできないわけでありますので、我々としては、それは

地域の実情に応じた介護のあり方というのを、これからも考えていかなければ

ならないと、そのように思っておるところでございますが、正直なところはこ

の介護給付費の伸びそのものはですね、非常に著しいというか、大幅に伸びて

いるというのが今の実態です。私どもの場合も平成24年度の決算もうじき出て

きますけれども、１億数千万円の介護保険、前年度比伸びが出てきているとい

うような実態の中で、特に私もちょっと職務上ですね、国民健康保険の国保連

合会の実は役員もさせていただいているわけでありますが、今年25年度の予算

の中で初めてですね、医療費よりか介護給付費のほうが予算が上回ったと、そ



 62

ういうような実態の中で、どこまでこの介護のその給付費そのものがですね、

財政的に伸びていくのかというのが、予測が実はできないというのが現実だと

いう私どもは思っております。 

  そういう中で、責任が市町であるということだけで済まされるということで

は、これはもう絶対地方として財政がもたないというふうに思いますので、こ

れは厚生労働大臣、この選挙区のほうから出られているわけでありますので、

改めてまたどっかの機会にですね、きちっとお話を申し上げ、もっともっとそ

の国の支援というのをですね、これからもきちっとした形でいただかないと、

それこそやないけど地方がパンクをするという、そういう状態であることをで

すね、訴えていきたいと、そのように考えております。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） ありがとうございます。現在、この地方出身の厚生労働

大臣ということですので、しっかりこちらからも声を上げていけば聞いていた

だけるんではないかという思いも、私も持っております。 

  そして、私先ほども言いました財源なんですけれども、何が公平な財源かと

いうことでは、これはこの場でお話することではございませんが、今、これも

国民的議論になっております消費税の部分もございます。これについても思う

ところあるんですけど、この場では控えさせていただきますけれども、それ以

外の財源をもってやっていくことを、私は求めていきたいと思います。 

  介護保険というのは誰のためであるかということを考えますと、それは私た

ち人のためであって、最後は自分自身のため、そこにつながってまいります。

もう本当人ごとではございません。もうそれについて介護保険については、も

う本当で十分な議論をされることが一番、今求められております。そのために

は本当私たち一人ひとりが本当の声を上げていかなければならないと考えてお

ります。そのことを最後に申し上げまして、本日の質問を終わりにしたいと思

います。ありがとうございます。 
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○議長（北岡  泰）  以上で、田邊ひとみ議員の一般質問を終わります。 

 

 

○議長（北岡 泰）  お諮りします。昼食のため、暫時休憩いたしたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北岡 泰）  ご異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 １時まで。 

                          （午前  11時  42分） 

 

 

○議長（北岡 泰）  休憩を解きまして、休憩前に引き続き会議を開きます。 

                         （午後  １時  00分） 

 

 

          ７番    江   京 子  議員 

 

○議長（北岡 泰）  ３番通告者は、江京子議員であります。 

  質問項目は、「農業への町としての展望について」１点であります。 

 江京子議員、登壇願います。 

○２番（江 京子） よろしくお願いします。 

  議長から発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして質問させてい

ただきます。 

  １つ、農業への町としての展望についての中の６次産業について質問させて

いただきます。我が町を元気にしたい。そんな思いを形にしていく、そんな住

民の取り組みの一つに６次産業があります。自分の町でつくられる安心で安全
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な食べ物に付加価値を付け、自信を持って売り出す、生産から販売まで連携を

とりお互い楽しみながら仕事につなげる、とても素敵な仕組みです。先ほども

視察研修の報告をさせてもらったところです。明和町においても2012年６月に

６次産業化推進協議会を設立しました。１年が経過した現在の状況と、それに

向かっての取り組みを教えてください。お願いします。 

○議長（北岡 泰）  江京子議員の質問が終わりました。 

  これに対し答弁願います。町長。 

○町長（中井 幸充） ６次産業の現状をということで、ご質問をいただきまし

た。現在、明和町の６次産業化推進協議会につきましては、ご指摘のように昨

年の６月に６次産業化への取り組みを支援するということで、組織をさせてい

ただきました。所得向上や雇用創出につなげ、産業活性化に資することを目的

としてということで設置をさせていただきました。 

  この間ですね、伊勢湾漁業から大淀港で水揚げをされる魚介類を大淀の地で

販売するための直売所を新設したいという、そういった相談をお受けをいたし

ております。で、直売所を設置するために利用できる国や、あるいは県の制度、

そしてその制度を利用するための条件など、これを我々としては提示をさせて

いただき、今、伊勢湾漁協で取り組みが進められております。 

 また、同じ伊勢湾漁協、これ下御糸からのほうだと聞いておりますが、黒海苔

を乾燥し、アオサのようにして販売をしたいと、そういう相談も実は受けてお

るところでございます。そういった中で、昨年はこの協議会そのものの開催は

することができませんでしたが、本年度に入りまして５月の27日に、平成25年

度の第１回の協議会を開催をさせていただき、今後について協議を行っておる

ところでございます。 

  現在、検討中ではございますが、やはり産地協議会を設けて計画書等々を作

成しなければなりません。あくまでも我々としましては、この６次産業化推進

協議会のネットワークを活用しながら支援をしてまいりたいと、そのように思

います。いずれにしましても、この６次産業化で何とかしようという、そうい
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う人たちの育成をですね、これからも心がけてまいりたいと、そのように思い

ます。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。江京子議員再質問ございませんか。 

  江議員。 

○２番（江 京子） 去年６月にせっかく立ち上げたんですから、数多くの人の

そういう声をもっともっと取り寄せてほしいと思います。で、６次産業は中間

業者を通さない分、誰にでも安心できるものを提供することができます。最近、

輸入の加工食品の安全性が問題となっています。一番安全なものは自分でつく

ったもの、２番目に安全なものは生産者の顔が見える地産地消のもの、３番目

は県内産、４番目は国内産という順番ではないでしょうか。 

  食料が豊富に溢れている現在、スーパーにはたくさんの惣菜や加工食品が並

んでいます。でも、その原料は生産者がわからず、ましてや使われている野菜

も外国産であったりと、一見見ただけではわからない多くの問題が隠れていま

す。自給率も39％と40％を切っている状況の中で、６次産業は自給率アップに

もつながる救世士とも言えるのではないでしょうか。もう一度原点に戻って食

について考えるときだと思います。 

  ５月23日、総務産業常任委員会では、６次産業の視察研修を滋賀県甲賀郡に

ある農業法人甲賀もち工房を視察しました。農業農村６次産業化優良取り組み

表彰、近畿農政局長賞を受賞した甲賀もち工房は平成６年から活動し、18年に

法人化しています。もち工房ともち米の生産者で契約栽培を行い、法人から生

産奨励金として60キロ当たり2,000 円をＪＡの販売価格に上乗せして、生産者

のやる気起こしにつながっています。また、常に話題性のある商品開発に取り

組み、粒から粉食への提案を行い、もちだけにこだわらず、新たな商品として

こめ粉パスタ、こめ粉たい焼き、どら焼、ロールケーキと今までの、先ほども

報告にありましたが、危険、汚い、きついの３Ｋのイメージを、まるっきり逆

転させ、感動、かっこ良く、稼げるの３Ｋに転換させ、しかもその職場はおば

ちゃんの職場から若い子の職場まで広がっているところを見せてもらいました。 
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  また、雇用の取り組みの中でも、あえて最新の機械は入れない。入れないこ

とによって雇用する人数を増やすという促進の範囲にも努めてみえるのが印象

的でした。私たちの視察中にも近所の人が多く訪れて、つきたてもちが食べら

れるもちもちハウスや、ハウス前のたい焼き屋さんは大繁盛でした。地域の人

たちのサービス精神もアピールも欠かさず、毎年、甲賀もち古里まつりを開催

し、食料自給率１％アップ運動推進パートナーまでもあるそうです。視察研修

で思ったことは、自由に色々な意見やアイデアが出せる場所づくりの大切さ、

そして組織の構成は固定化された団体やグループではなく、意外な発想やアイ

デアを持つ人材の発掘確保が６次産業の推進につながっていくのに欠かせない

ということでした。協議会を立ち上げたものの今年初めての会議では、なぜか

すごくもの足らなさを感じます。今のこの現状を変えるアイデアがあればお答

えください。 

○議長（北岡 泰）  江議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 協議会を立ち上げたものの、前に進んでいないのではな

いかというご指摘をいただきました。ご案内のようにこの協議会そのものの性

格は、協議会でこの間視察いただいたもち工房みたいなようなですね、アイデ

アをこう出すというところでは実はございません。逆にそういうアイデアをい

かにその商品化、あるいはそれをやっていくために資金をどうするか、そうい

ったそのサポート的なことを議論するのが、この協議会の役目であるというふ

うに思っております。 

  従いまして、協議会としてこれからやっていかなければならないのは、この

もち工房のようにですね、いろんなアイデアを出せる、そのきっかけづくりを

何とかやっていきたいと、そのように思いますので、漁業者、農業者含めまし

て、この６次産業に関心のある方々、その人たちを対象にしたですね、こうセ

ミナー、そういったものをですね、開催をしていったらどうかと。 

  そして１次産業、２次産業の視点からではなくですね、２次産業、３次産業、

いわゆるそういった視点からもこの掘り起こしをですね、できるようなそうい
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うそのきっかけづくり、これをまず我々としては考えていかなければならんの

かなと、そのように今思っておるところです。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

江議員。 

○２番（江 京子） やはり今、その６次産業のことを、こうやって行政のほう

が推進協議会をつくってやっているということを知っている方が、どれだけい

るかと言えば、ほとんどの方に周知がいっていないように思います。是非とも

そのセミナーとか、きっかけづくりというのに力を注いでほしいと思います。 

 また、実際生産現場を回っているＪＡの普及員さんなんかは、大変頼りになる

キーパーソンとなると思います。生産者と実際関わり合いのあるＪＡとの連携

はどんなふうに今、行っているのか、お聞かせください。 

○議長（北岡 泰）  江議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） ＪＡさんもこの当協議会のメンバーに関わっていただい

ております。とくにですね、ＪＡさんのほうからは融資の関係、それからお米

の関係ですね。それから営農資材、そしていわゆるものづくりの指導、営農セ

ンター、そういったところからの職員の方々もこの中のメンバーに入っていた

だいております。 

  従いましてですね、先ほど言いましたように資金面とかそういうことだけで

はなしにですね、実際にそのものづくりの場面にもＪＡさんがこう大きく関わ

っていただくような、そういう体制づくりをですね、いましております。なか

なかそのものがまだ見えてこない段階で、力は十分には発揮はしておりません

けれども、そういった形で連携していくように今、取り組んでおります。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

 江議員。 

○２番（江 京子） その協議会の中なんですけど、やはりこうＪＡの上の方た

ちというと、男性がほとんどだと思うんですよ。で、私がＪＡの農協女性部の

ほうに入らさせてもらっていまして、とてもその活動というのが活発なのにい
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つも驚いています。ＪＡの管内にある経済部生活福祉課という中に、生活指導

員の女性の方たちがみえます。その人たちのフットワークはすごく素早いとい

うか活発で、いつも驚かされています。もっとネットワークを広げて女性パワ

ーを使っていくべきだと思います。で、実際全国的に６次産業の主役は多くが

元気な女性たちです。アイデアも豊富なうえ人脈も豊富です。 

  そこでお聞きしたいんですけど、今後、この協議会の中の男女の割合、50％

ぐらいにするお考えがないか、また農業イコール男性の仕事からはちょっと脱

却して、そういう考えでいってほしいと思うんですけど、そのところのお考え

お聞かせください。 

○議長（北岡 泰）  江議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） この協議会のメンバーに女性の方をという形でございま

すが、今回、この構成団体はそれぞれの団体の担当者にご出席をいただいてお

るという状況でございますので、まずその点はご理解をいただきたいと思いま

す。 

  で、先ほどご紹介ありましたような形の中で、女性の活躍の場というのはこ

れからも段々段々と広がっていくというふうに思います。是非、そういうＪＡ

の女性部のそういったところからもですね、６次産業化に向けた、それこそア

イデアとかですね、そういったものをお出しいただけるように、また江議員の

ほうからもですね、こうバックアップをしていただけると、非常にいいのかな

とそのように思うところです。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  江議員。 

○２番（江 京子） 是非とも女性のアイデアとかパワーを使っていってもらい

たいと思います。私もその中で少しお話もしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  いま政府からはＴＰＰ参加に向けての話しか見えてきません。健康に不安な

ものがわからないまま輸入されてしまう、とっても恐ろしいことだと思います。
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５月31日の農業新聞に、米国の農薬会社が開発した遺伝子組替え大豆がすでに

輸入されていると書かれてありました。また、日本で売られている野菜なんか

の種もほとんどがその企業と関わり合いのあるものだとも書かれていました。 

  私も最近野菜の種を買うと、種自体にピンクの色とかすごく嫌な色がついて

いて、気持ち悪いなと思っていたところです。食の安全は絶対だと思います。

この間、フードインクというドキュメント映画を見てきました。それはあまり

にも恐ろしく、一部の農薬企業に牛耳られているアメリカの農業の実態の映画

でした。農家には散々資材の投資を働きかけ、たくさんの借金を負わせて、少

ない収入の中で絶対その企業との手を切られないような、切れないような、そ

ういう恐ろしい映画でした。しかもその飼われている家畜は生き物として扱わ

れていない。本当に何か人間の餌のようなそういう扱いでした。 

  で、最終処分をもう本当に人権を持たされていない移民の方たちがしている

というような、もう見ていても、あっもうこんな入ってきているのかなって、

すごく恐ろしく思ったような映画でした。本当にＴＰＰを前面に進めていく人

にも、この映画は是非とも見て、こんなんでもＴＰＰを進めるのかなというよ

うな思いを持ってほしいと思ったぐらい、とても辛い映画でした。で、儲かる

農業、食品自給率アップという掛け声はとてもよく聞くんですけど、掛け声だ

けで、いろんなことが詰まっているようにも思います。掛け声だけは誰にでも

言えることですが、実際やろうと思うのは大変だと思います。 

  生産者を守るためにも６次産業で、明和町産の食品に付加価値と自信を付け

て、全国発信していかなくてはいけないと思いますが、その点、やはり生産者

にはできないことを、この行政の中でやっていけることがありましたら、町長

のお考えをお聞かせください。 

○議長（北岡 泰）  江議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 先ほどご指摘ありましたＴＰＰが解禁されたらというお

話の中で、特に心配されますのは、この先日の農業新聞にも出ておりましたけ

れども、いわゆるご指摘ありました遺伝子組み替えのですね、そういった野菜
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が入ってくるのではないかという、そういうお話がありました。 

  で、いわゆるアメリカでの話ではございますけれども、この遺伝子組み替え

をした小麦を発見されたということです。これは除草剤にものすごく耐性があ

ると、そういうことの中で使ってみえたそうでありますけれども、日本もその

小麦を輸入しているという状況にあったというふうには聞いておりますが、こ

れは農水省のほうは買い入れ売り渡しを当面中止をし、その部分についてはス

トップがかかったと、そのような報道が実はございました。 

  そういう中でご指摘いただきましたが、いわゆる自給率のアップということ

の中では、明和町のその産品に生産品に付加価値を付けてというお話でござい

ますけれども、我々としてもですね、今後は、いわゆる儲かる農業、これはい

ろんな形の中で言われておりますけれども、どのようにこの生産物に付加価値

を付けて、どのように販売していくか、そういったところがやはり重要である

というふうには考えます。 

  従いまして、我々としましてはですね、ＪＡさん、それから漁協さん、それ

から県の部分では産業支援センター、町の商工会さんも含めましてですね、そ

ういったところで、いろんなところでちょっと専門的な意見をやはり聞いた中

で、やはりどんな支援ができるか、そういったことをね、検討してまいりたい

と、そのように思っておるところでございます。いずれにしましても６次産業

化、口では簡単に言えるんですけども、実際にものをどんなふうにつくってい

くか、どんなふうに付加価値を付けていくかというのが、それぞれやはり現場

で生産をしているその人たちのアイデアというか、考え方、そういったものも

重要になってくると思いましたのでね、先ほど申し上げましたようないろんな

関係機関の皆さん方とやはり連携して、明和町としてのその特産品なり６次産

業化の道をですね、開いていく、そういう努力を今後もしていかなあかんとい

うふうに思っております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  江議員。 



 71

○２番（江 京子） 是非とも力強いバックアップのほう、よろしくお願いしま

す。また、私も食べることが大好きなんですけど、明和町を訪れる観光客の方

たちにも、是非ともこの明和町の海産物、農産物を食べていただきたいと思っ

ています。でも、よく明和町に来られる方に言われることは、明和町は落ち着

いて食べる場所がないということをよく言われます。美味しいものがたくさん

あるのにもったいないなとも言われます。そういうところで町長さん、そうい

うこう食べる場所とか、そういうお考えを持っていたらお聞かせください。 

○議長（北岡 泰）  江議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） ご案内のように特別に、何というのですか、明和町の特

産物を特定の場所で提供しているというのは、数が限られているというふうに

思っております。 

  で、私どもも、なかなか町としてそういった食事のサービスを提供できる場

を設置することは非常に難しゅうございます。今回、伊勢の入口、斎王の都・

明和町という形ですね、町内の実は飲食店の皆さん方のリストをこれ全部挙げ

させていただきました。それ以降に、この冊子をつくった以降に開店されたお

店やさんもあるわけでありますけれども、できればですね、こういったリスト

を町外からお見えになる観光客の人にお渡しをし、この中で、それぞれ特徴の

ある色々な食べ物を出しておりますので、そういったところでですね、明和町

の特産品の、例えばひじきだとか、海産物だとか、そういったものを味わって

いただける、そういうふうな思いでですね、今回、こういうガイドブックをつ

くらさせていただきました。 

  従いまして、６次産業化の前にですね、やはり明和町のこの食べ処というの

ですか、そういうものを知っていただくことも大事かなということで、そうい

う取り組みを今回させていただきました。将来はご指摘いただきましたような

形の中で、できれば色々な明和の特産物、それらを一堂にこう並べたところで、

皆さん方に提供できるような、そういう場は将来考えていかなきゃならんのか

なと、そんなような気持ちでおりますので、よろしくご理解いただきたいと思
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います。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。江議員、再質問はありますか。 

  江議員。 

○２番（江 京子） どうもありがとうございます。 

  実は私も先週岐阜に用事に行ったときに、その冊子100 部ほどいただいて宣

伝させてもらってきました。やはりどっかに行くときは、皆さんも持って歩い

て明和町以外の人に渡してもらえたら、こんなんあったんやなというのを岐阜

の方にも言われましたので、またよろしくお願いします。でも、先ほど町長が

言われたように、将来的には私はやっぱり観光バスねらいの食べるところをま

た考えてほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  では、次の質問に移らせていただきます。 

  認定農家、大口農家について質問させていただきます。明和町では人と農地

プラン作成に伴い、農地の集積、認定農家の育成に努めていると思います。今

現在の認定農家さんの件数を教えていただけたらと思います。 

   また、以前、私は認定農家さん同士の協議会について尋ねたことがありま

したが、その後の動きはどうなっているのかも教えてください。 

○議長（北岡 泰）  江議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 明和町の認定農家の数は法人が４、個人が37というふう

に聞いておりますが、その詳細につきましては、課長のほうから答弁をさせて

いただきますので、よろしくお願いします。 

○議長（北岡 泰）  答弁、農水商工課長。 

○農水商工課長（堀 真） 失礼いたします。今、町長申されましたように、明

和町の認定農業者数といたしましては、法人４、個人37、ただ、法人の中でも

個人認定が１名となっております。事業分野といたしましては、経営の中心が

米穀中心、畜産、それから施設農芸、それからキノコ等いろんな分野に分かれ

ているような状況でございます。 

  それから認定農業者の経営状態ですが、町内水田を中心に利用権設定農地約
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25％程度を実施していただいておりまして、作業委託を含めると40％の農地を

認定さんがしていただいているような状況でございます。 

  ただ、この認定さんの要件に合致されておりますが、米の生産調整に参加を

されていないため、大規模農家であっても認定がされていない農家さんもある

ということで、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

○２番（江 京子） どうもありがとうございます。 

  ちょっと協議会のこと。 

○議長（北岡 泰）  すみません。協議会についてのこと。 

  農水商工課長。 

○農水商工課長（堀 真） すみません。協議会でございますが、委員会等でも

この協議会につきまして、ご質問いただいているところでございます。ただ、

この協議会を立ち上げさせていただくにあたりましても、現在のところですね、

多気郡農協さんにおかれましても作物別の部会等もございます。それからこの

認定農業者さんにおかれましてもＪＡさんと取り引きをされていないというふ

うな認定農業者さんもお見えになるということを聞かさせていただいているよ

うな状況でございます。 

  そこら辺も踏まえさせていただきまして、将来にわたって明和町の農業が安

定化するには、この協議会の設立は必要なものというふうに考えておりまして、

今後、どのように進めていくかということは、また具体的に進めていきたいと

いうふうに考えておる次第でございます。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  江議員。 

○２番（江 京子） たくさんの分野にわたっての農家さんなので、難しいとは

思うんですけど、やはり認定農家さんの数を増やすだけでは、明和町の農家さ

んは元気になっていかないと思うんです。で、皆さん５ケ年計画を立てて経営

されていると思うんですけど、その毎年の経営報告とか、そういう報告書なん
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かは出していただいているのかと。 

  それからスムーズに上手くいけている農家さんもあれば、借金まみれになっ

てみえるかも知れない農家さんもあると思うんですけど、そういう農家さんの

相談窓口というのを設けているのかどうか、教えてください。 

○議長（北岡 泰）  江議員の再質問に対する答弁、農水商工課長。 

○農水商工課長（石田 茂樹） 失礼いたします。今、ご質問いただきました件

でございますが、認定農業者さんの毎年のどういう状況であるかという報告義

務はございません。この認定農業さんにつきましては５ケ間の認定となってお

りまして、５年目でどういうふうになっているかということを確認させていた

だいておるような次第でございます。 

  ただ、その１年おきにどういう状況かということを、またいろんな困ったこ

とにつきましては役場、もしくはＪＡを窓口にさせていただきまして、相談に

は乗らせていただいているような状況でございます。 

  で、認定農業者さんであられましても、すでにもうこの認定農業者さんを辞

められておるというような方も実はおみえになります。この５年目におきまし

て、その採算がとれないとかそういう面におきまして、また高齢とかいろんな

面、後継者がいないとかそういう面におきまして、辞められている方もお見え

になるというような状況でございます。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  江議員。 

○２番（江 京子） お答えいただきましたが、やはり農家さんとのつながりが

一番深いのはＪＡさんだと思います。ここの部分でのＪＡさんと行政のつなが

りというのを、どんなふうにされているか、教えてほしいと思います。 

○議長（北岡 泰）  江議員の再質問に対する答弁、農水商工課長。 

○農水商工課長（石田 茂樹） 失礼いたします。ＪＡさんと認定農業者さんの

関係でございますが、先ほども申させていただきましたように、認定農業者さ

んすべてがＪＡさんと取り引きをされているというような状況ではございませ
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ん。その中でも、販売面におきましては農家さん自ら販売を確保されていると

いうような状況も確認させていただくところもございます。そのような状況の

中で、行政を主体とさせていただく中で、ＪＡさんとのまた関連もつけていき

たいというようなことで考えている次第でございます。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  江議員。 

○２番（江 京子） いろんな販売ルート、自分から自ら発掘しているというと

ころで、農家さんすごいなと思います。 

 また、日本の農業はとても農薬の、そういう記帳というか、何をいつ、どれだ

けの農薬を使ったかという記録というのをすごく厳しくされています。で、そ

の記録を付けていくというのもすごく大変な作業というのを聞いていますけど、

その二重三重付けにならないような指導もお願いしたいと思いますとともに、

ＪＡと行政のほうで本当にそういう点も相談、５年というのが何かすごく長い

ように思いますので、相談しやすい窓口をもっとつくっていってあげてほしい

と思いますので、その点、よろしくお願いします。 

  また、今の段階で６次産業をやっている方と、認定農家さんとのつながりと

いうのはどうなっているのかというのも教えてほしいと思います。この間、視

察させてもらった甲賀市のもち工房では、先ほども言わせてもらったように、

ＪＡの価格に2,000 円を上乗せして、その６次産業の法人のほうがお金を出し

ているということで、そういうところもやはり大切ではないかと思います。そ

の点で、ちょっと６次産業の中での認定農家さんとのつながりというのを教え

てほしいと思います。 

○議長（北岡 泰）  江議員の再質問に対する答弁、農水商工課長。 

○農水商工課長（石田 茂樹） 今、６次産業化と認定農業さんについてのご質

問をいただきましたが、町内では家庭単位での形態が多いというふうに考えて

おります。直接加工販売を行うノウハウはございません。そのために自ら加工

販売を手がけることは大きな経営手腕が必要になってこようかというふうに考



 76

えております。 

  農家にとっては生産をすることはプロでございますが、販売することは未知

数であろうかと考えております。これを援助するために先ほど来の６次産業化

協議会、こちらのほうを上手く利用していただきまして、企業意識を高めてい

ただきたいと考えているような考えです。以上です。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  江議員。 

○２番（江 京子） まだまだこれからというところだと思いますが、農産物を

やりがいをもって生産できるように、これからあらゆる面で明和町の農業の活

性化に取り組んでいってほしいと思います。 

  で、やはりその６次産業推進協議会をもっともっとこうアピールして、誰で

もこうそこに話が行けるような体制づくりというのも、構えてないでこう外に

出していってほしいと思いますので、その点もよろしくお願いします。これで

私の質問終わらせていただきます。ありがとうございます。 

○議長（北岡 泰）  以上で、江京子議員の一般質問を終わります。 

 

          12番    田  辺  泰  宏  議員 

 

○議長（北岡 泰）  続きまして、４番通告者は田辺泰宏議員であります。 

  質問項目は、①「幼・保連携型の認定・明星こども園」について 

        ②「観光事業と観光ルート開発」について 

の２点であります。 

 なお、田辺議員３月議会におきまして執行部との調整や事実確認を行うため、

一般質問をこの６月議会に延期をしていただきました。誠にありがとうござい

ます。 

  では、田辺泰宏議員、登壇願います。 

○12番（田辺 泰宏） ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私の一般
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質問をさせていただきます。 

  まず、町長・執行部は明星地区の豊かな町民生活を増進させるために、この

明星地区に、まずは明星こども園をつくることを手始めに、その他の開発にと

りかかろうとされておることに対して、明星地区の町民は非常に将来にわたっ

て期待をかけております。 

  特に、こういうことを申し上げてはどうかと思いますが、今まで明星地区と

いうのは、大きな、大きなその公共工事はなかったと言うと失礼でありますが、

なかなか大淀とか斎宮と比べますと、これという開発がされてこられなかった

と、そういう地区であると地区の住民の方々もかねがね申されております。そ

こに今回、こども園としてですね、明星地区を何とか開発をしてやってやろう

と、そういう意気込みに対して町民は非常に期待をしております。 

  ところで、その私の幼・保連携型の認定こども園について、国はですね、平

成27年度から本格的に開始する予定の子ども子育て支援制度に合わせて、公立

の幼稚園と保育所の統合を進め、幼・保連携型認定こども園を設置していく内

容については、すでに明和町は諮問機関による答申を経て、一定の方向に進め

ていることに地元の住民は期待と希望を持っています。 

  しかし、その反面、思いもよらない設立予定の場所として進められている本

郷の該当土地の山林は、民家からほど遠いところで、今もイノシシの出没が多

く、その事故も度々発生しています。隣接地の大仏山公園ではマダニの発生が

報告されていて、県から注意勧告が出されています。明星こども園の幼児には

大変危険な場所であります。この前野池の土地は誰が考えても認定こども園に

は送り迎えが危険であり、不便であり、イノシシやマダニの危害に対する安全

が確保されず、民家からほど遠く自転車で交通量の多い農免道路を往復、横切

ったり坂の道を越えて、予定の山林へ行くことは、送り迎えの人の安全も確保

されません。地元の住民やこれから携わる保育園、幼稚園の職員、保護者の多

くの人たちが、こんな人里離れたところであり、色々な面で安全が確保されな

いところは認定明星こども園には最も不適切な場所であると、ほとんどの住民
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が言っています。 

  このような劣悪な環境の場所であることを、地元の住民や子育て中の親や保

育所、幼稚園の職員には町関係者が簡単な地図を見せただけで、完全な事前説

明もなく、関係者のコンセンサスもとらず、一部の関係者だけで話し合って、

実際に関わる関係者の了解も理解も得ていません。 

  このように直接の関係者である者に、完全な現場の事前説明もなく、了解も

ないままでは、町民からは今の状況から判断すると、本郷の関係者やその他の

役員が本郷の土地を町に売却したいために、将来の明星こども園の危機管理も

考えず、土地取り引きには住民の中で、疑惑も感じていると言われる中で、誰

が考えても不適切な場所に決定して、建設に向けて進めていると町民が言って

います。町議会議員としては調査を平成25年２月中ごろ、町内の全部の公立保

育、幼稚園を訪問して、そこから設立する予定の明星こども園について、それ

ぞれの保育園、幼稚園の職員から各園数名の職員から聴き取り調査をいたしま

した。 

  その結果、Ａさん、どういう理由で今の曙幼稚園の安心・安全な場所から人

里離れた前野池のところへ移すのですか。危険がいっぱいで不便で何もよいと

ころはありません。現地はこども園として劣悪な環境であり送り迎えに危険な

場所です。 

  Ｂさんは、女性ばかりの職場であるのに民家からほど遠く、冬は夕方から危

険なイノシシの出没が多いところへ、どうして明星こども園をつくるのですか。 

  Ｃさん、今の曙幼稚園の場所がどんなことを検討しても、すべてについて安

全で便利な場所である、どうして不便で危険な前野池の場所へ移すのですか。 

  Ｄさん、役場の人からわかりにくい地図で、明星小学校の南側であり別に問

題ありませんと聞いているだけです。劣悪な場所であることは驚きです。これ

から自分で現場を確認してきます。 

  Ｅさん、１週間に３日は午後８時30分ごろまで女性２人で居残りがあります。

民家から少し離れている幼稚園でも夜は不審者のことを考えると、女性として
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大変な恐怖心を持って毎日勤めています。イノシシの出没が多く、人里離れた

ところへ交通量の多い道路を横切り、自転車で送り迎えが危険な坂道を越えて

いく前野池が認定こども園になると、送り迎えの人も困るし、こんな危険な勤

め先へ行きたくない職員が多数出てくると思います。途中で辞めていって職員

不足になる危険性もあります。 

  Ｆさん、夜はイノシシの危害が心配され、女性にとって不審者の心配も特に

する必要のある人里離れた山林の中の本郷の前野池地域に、認定こども園をど

うしてつくるのですか。か弱い女性の人権無視になりませんか。週に何回も午

後８時30分ごろまで居残りがあります。 

  Ｇさん、四六時中、男性の警備員２人を常駐してもらって、女性だけの職場

であるので、夜のイノシシの出没による危害防止や、特に夜の不審者からの恐

怖をなくすため、警備員による女性の安全を確保してもらわないと、女性だけ

では夜の山林の中の勤めは危険がいっぱいです。何とかしてください。 

  Ｈさん、行く行く町内の保育所、幼稚園の職員が認定明星こども園に携わる

ことになりますが、今まで本郷の前野池が送り迎えも危険であり、現地の環境

も明星こども園には劣悪な環境であり、イノシシの出没の多いところで危険性

を取り除く対策も確保できないところであることを、全町内の保育園、幼稚園

の現場の職員には何も知らされていません。わかりにくい地図で説明を受けた

が、全然場所も環境も送り迎えに危険なところもはっきりわかりません。この

まま場所の選定を進めていくことが後日地元や地域の子育て支援に、将来深刻

な問題を残すことになりませんか。 

  Ｉさん、わかりにくい地図で認定こども園の建設場所は、明星小学校に近い

ところで問題はありませんと説明を受けただけで、不適切な場所であることは

説明を受けていません。昼と夜にどんな環境の場所か自分で確かめたいと思い

ます。 

  Ｊさん、どうして今の曙幼稚園を拡充して、認定こども園にしたらいけない

のですか。地元の住民や保育園、幼稚園の関係者、保護者が納得できる危険の
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ない、便利で送り迎えに安全な場所を選定してください。本郷の前野池は緑豊

かな里山公園には適切です。しかし、町民の誰もが認定こども園には、極めて

不適切な場所であると思います。こんな劣悪な環境の場所を民意を無視して認

定こども園を決めようとしているのは、何か他意があると思われても仕方あり

ません。 

  以上のように、認定明星こども園にこれから直接関わっていくであろう、現

在の保育園、幼稚園の職員の意見や考えを無視して、認定明星こども園を設立

に向けて進めることは、住民無視の町政になると町民から批判を受けることに

なります。 

  そこで、質問１、明和町として認定こども園の設立場所として進めている本

郷の前野池は安全な環境であり、保護者の送り迎えの道が自転車や車の交通安

全が確保される場所であるのかをいつごろから、２番、どのような方法で検証

してこられましたか。また、検証責任があることを確認して進めてこられたの

か、お尋ねをいたします。 

 まずよろしく、ここから回答いただいておきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  田辺泰宏議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 田辺泰宏議員さんの質問に対して、お答えをしていき

たいと思います。 

  ただ、３月議会でも同じ質問内容でいただきました。その際、私のほうから

幼稚園、保育園職員からの聴き取りをされた10名の意見の言葉、内容に、執行

側としては信じがたい、驚くべき内容であったということ、それが今後の行政

執行の中で内包される内容であったことから、自ら事実関係を把握させていた

だきたいという旨を申し上げました。議員からは口を封じる、威嚇になると指

摘がありましたが、その言質がどうのこうのじゃなくて、議員のおっしゃる意

見があるかどうかを確認するということで申し上げました。議員からは理解を

得られたというふうに思って、今回の質問に立ったと思います。 

  その言葉に対して、議員は全部の保育所、幼稚園を訪問して、各園の数名の
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職員から聞き取ったと申されました。 

これに基づいて我々は調査をさせていただきたいということで、ご理解をい

ただいておりましたので、園長を中心に調査をさせていただきました。意見聴

取をしたという程度でございます。 

  議員は、すべての園に行って聴取したというふうに言われていましたが、園

長のほうからは、ある園は来ていないという回答を得ました。で、そのことを

受けて、我々もその意見聴取の内容についても色々調べさせていただきました。

訪問を受けた園の中では、議員さんはチラシを受けて、そのチラシを置いてそ

のまま帰られたというような言い方をさせていただいております。だから、そ

ういう事実がなかったということで、我々は、私たちはそういうことを確認を

してきております。 

  で、議員さんのおっしゃるように、いつごろかということで、我々は議員さ

んのほうにもしっかりとした説明をさせていただきました。そのことを受けて、

この件についてもう少し具体的に質問をお願いしたいというふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○12番（田辺 泰宏） いつごろからという回答はしたんですか、それで。 

○議長（北岡 泰）  教育長、ここの部分は回答できるかできないか、一つひと

つ項目をやってください。 

○教育長（西岡 惠三） 先ほど言われました、認定こども園の設立場所として

進めている本郷の前野池の安全環境が、いつごろからそういう検証をされたか

という問題でございますけれども、開園向けてのインフラ整備を行いますので、

現状で検証しても私たちには何の意味もありません。その意味で、これからそ

の場所にインフラ整備をしながらでもですね、そういう検証をしていきたいと

いうふうに思っております。以上です。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。田辺議員、再質問ございますか。 

  田辺議員。 
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○12番（田辺 泰宏） ようやく、現時点ではしていないという報告であります

が、安全の検証をしていないということになります、こうなると。将来起こる

であろう危険をですね、あらかじめイノシシが出たらどういう災害が起きるの

か、山火事が起きたときにはこういう防災方法準備しておんのか、あるいはマ

ダニが発生したらこういう防災、県のほうへどういうふうなお願いをしておる

のか、そういうことがあってこそ土地の設立の選定を始めるのが、これ基本で

あると思うんです。 

  にもかかわらず、この安全の検証も全くしていないどころか、土地だけ先行

取得を始めておる。これ大きな間違いですよ。これは教育長として大きな責任

がある。どういう進め方でやっておるんですか、これどういう方法でやったか

も、これやったら答えられないと思う。やってないということですから。とい

うことは、３番目の検証責任があるかを確認していないと、そのうえで先行取

得土地だけを進めてきたと、そういうことに判断します。それでよろしいです

か。 

○議長（北岡 泰）  答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 検証責任ということは、その土地が安全であるいうこ

とを我々が確認をしながら、土地をしていくところでございます。そのために、

それを、これから建てる場所について、イノシシが出る場合は柵を付けるとか、

いろんな方法があるということも、松本議員が３月に言われたときには答弁さ

せていただきました。それで、検証責任というのはちょっとこちらのほうとし

てもわかりかねますので、お願いします。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員、再質問。 

○12番（田辺 泰宏） おそらくそういうふうに言われると思て、私はこの前、

県の子ども子育て支援課のほうへ行ってまいりました。そこで聞きましたら、

また後ほど再質問のほうでもその説明をしますけど、今はこのことについて、

これも持っていきました、当然。３月９日の中日新聞に、３月８日に厚生労働

大臣田村憲久からですね、各都道府県を通じて各自治体へ、今後の保育所とか
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幼稚園をつくるについては、自治体に検証責任がありますよと、今までなかっ

たけど、今後、これからはですね、検証責任が出ましたという通知が出たんで

す。 

  で、県へ行きました。これは明和町に連絡してあるかと言うたら、もちろん

してありますと、もちろんこの３月９日に来た。それから１週間後にですね、

明和町に出してあると、こういうことを県が言うておりましたが、これは間違

いですか。この検証責任が県から通知が来てませんか。それをお尋ねします。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） この先ほどの検証責任というのは、厚生労働省の児童家

庭局保育課長のほうから、この３月の８日に各都道府県に出されております。

で、それはですね、平成24年度に18件の死亡事故が報告をされていると、その

保育所等において死亡事故等の重篤な事故が発生した場合には、上記の通知に

基づき保育所から市町村への報告、そして県の報告という形をとりなさいとい

うことであります。 

  で、保育所において死亡事故等の重篤な事故が発生した場合には、保育の実

施者である市町村において再発防止のための必要な検証が行われるよう管内市

町村への通知を図られたい。そういう内容の文書をいただいております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） そうするとですね、町長、死亡事故が起こらなければで

すね、この自治体に検証責任はないというふうに言われますか。これは重大な、

その死亡事故が発生したから、このときにですね、厚生労働省は自治体に検証

責任はありますよという通知を出したんですが、これは死亡事故がなかったら

検証責任はないんですか、お尋ねします。 

○議長（北岡 泰）  田辺泰宏議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 田辺議員が今、リスク的に言われておりますのは、イノ

シシの獣害、そしてマダニの何やらです。マダニについてはですね、今のとこ
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ろ私ども保健所のほうからこの地域でマダニが採取されたというお話は聞いて

おりませんし、もしそういう事例があればですね、各報道機関なりそういった

もので、きちっと連絡がくるというふうに思います。 

  そして、また教育長が申し上げましたように、もしイノシシがこれからも出

没するということであれば、それなりの対策はですね、これから基本計画、あ

るいは実施計画の中においてですね、それなりの対策を練っていくということ

の中で危険防止を図っていくという、まだ全然何の、出るだろうからこうする

ということではなしに、今、現にこれからそういういろんなリスク、協議会の

中でも申し上げましたが、取り付け道路にしろ、いろんな進入路にしろ、これ

から色々な形の中での整備を考えていくということで、答弁をさせていただい

ておりますので、そういう意味でですね、よろしくお願いを申し上げたいと、

そのように思います。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。田辺議員、再質問ございますか。 

  田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） どうもですね、町長はまだ、そのマダニについてもです

ね、まだ把握してないような回答です。というのは、明星小学校も、あるいは

そこら辺の明野小学校も大仏山へ遠足に行くときは必ずマダニに十分注意して

くださいと、そのときに必ず大きなシートを持っていって、その上を綺麗にホ

ウキで掃いて、それからそこへだけ座ってくださいと、ほかの芝生や石の上に

座ってマダニに噛まれたというても責任とれませんと、こういうですね、県か

ら通知きておるんですよ、大仏山公園では。 

  これで明星小学校は、十分遠足のときに１、２年生に注意しなさいよと、直

に座ったらいけませんよと、こういう注意を受けて遠足に行っておるんです。

それ教育長知っていますか。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員の再質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 私のほうではそういうことは確認をしていません。 

ただ、マダニというのはどこの全国、どこの山林にとか野原にもやはりおる
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ことですから、それについての注意はやはり学校はしてやっているのは当然だ

と思っています。今、マダニの昨日の新聞で10名の死者が出たと出ておりまし

たけれども、当然、山へ行くなら長袖、半袖でなくて、そういうことについて

注意することは、これはもう当然学校の教育の中で必然的なものだと私は思っ

ております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） どうもその教育長と学校現場とですね、はだはだしてお

るというか、そこまで明星小学校のうちの孫は、そういうことを言われて遠足

に行っておるんですよ。だから、肌を見せないようにできるだけズボンを履い

て、長袖を着て、それで遠足に行ってくださいって、この間、まだほんの１ケ

月半ぐらい前の話です。それを教育長も知らんというような、聞いてないと、

こういう教育行政ですか。 

  それで、明星小学校はそういう注意をして行ったんでね、マダニも刺されず

に安全で済んだと、これが結局、検証責任と違うんですか。こういうことをで

すね、重大事故の防止に向けた安全の検証を、市区町村が行うように求める通

知が、この今ですね、都道府県に出された自治体に検証責任があると、こうい

う通知なんですよ。だからこれは予防、防止に向けた検証責任であって、死ぬ

まではこの責任ないということじゃないと思うんです。この辺、もう一回町長、

死ぬまでは責任ないというふうにどうも感じられたんですが、違いますか。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） そのようなことは言っておりません。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） もうちょっと先に進めたいんですが、この辺でもうちょ

っと議論しておきたいんですが、やっぱりですね、これは検証責任は問われる

と思うんですね。このまま言うておっても、もしですね、この明星認定こども
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園ができたときにですね、私はこれはもしマダニに噛まれて死亡事故が起きた

り、あるいはイノシシに跳ねられて事故が起きたときに、そのとき必ず町長は

ですね、責任問われると思うんですよ。検証責任があると言うておるのですか

ら。この意味は予防も含まれています。重大事故の防止に向けた安全検証なん

ですよ、これは。当然ですよ、これは。 

  もしこういうのが出てなかっても安全は考慮して、そういう幼児とかですね、

子どもを扱う施設には十分安全を考慮してやるのが、当然ですよ。そのうえに

今度、この厚生労働省がさらにですね、検証責任をかけてきたわけです。です

から、この間、ちょうど県の子育て支援課に行ったときにですね、どうも明和

町のほうから申請が出されておると、しかし、これは検証責任を十分確認して、

踏まえたうえで出されておると思いますと、こういう担当者が言うてました。

検証責任は十分踏まえたうえで出されておると、もし出されていなかったらど

うなりますかと言うたら、そんなことは各自治体の責任でございますと、それ

で私は今、十分質問をしておるわけです。それでもよろしいか、町長の責任に

なりますよ、これ、もし事故を起こしたら。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 何もしないとは私は言っておりませんので、これからそ

ういったイノシシ対策、先ほどのマダニ対策も含めて対策を、この整備を進め

ていく中でやっていきますということを言っておるんであって、何にもしない

と、このままの状態で整備だけ、建物だけ建てていくと、そういうことは言っ

ておりませんので、その点はご理解をいただきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

 田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） どうもその町長と噛み合わないですが、今日は。これは

ですね、絶対に、これは私のほうが、はっきり申し上げて、検証責任はできる

前から当然とっておくべきであって、県もそう言うてます。それを今現在聞い

たら、教育長は検証責任はしてません、これからするんですと言うた。その間
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に着々とですね、その危険な環境の前野池がですね、進行しておる。取得のた

めに進んでおる、これは以ての外ですよ。これはもう本末転倒もええとこです。 

 そういうことで、その辺にしておきまして、次、２番目にいきたいんですが、

それではですね、この明星こども園をこの本郷の前野池につくるメリットをで

すね、あるいはデメリットはどういうところにありますか、お尋ねします。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） この認定明星、仮称ですけど明星こども園については、

曙幼稚園と暁幼稚園の統合することから策定してきたものでございます。両校

区の利便性を考慮した緑豊かな自然に育まれた環境は、乳幼児が健やかに成長

するために最適であると考えて、この地を設定をいたしました。以上です。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） そのメリットのほうでありますが、デメリットのほうま

だ聞いてませんけど、メリットのほうで両園の考慮をして、両園がいいとこど

りして、両園がさらに良くなるように、今度連携をしてですね、明星こども園

をつくるのだと、そこまでは誰でも、あっ結構なことやなと理解できます。 

 ところが設立場所がですね、両園を考慮して設立する場所をですね、今、進行

させておるのかお尋ねします。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員の質問に対する答弁できますか、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） ちょっと先ほど言わせてもうたので、利便性を考えて

私のほうでは着々とそういう場所を選定したということも、考慮にして選定し

たということを言わせてもらったところでございます。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員、再質問どうぞ。 

○12番（田辺 泰宏） 考慮したというとですね、今、検証してないと言われま

したが、検証してないのに考慮したってどういうことか、まだわかりませんの

でお尋ねします。検証してないと今言われましたね。現時点ではいつごろ検証

したんですかと聞いたら、現時点ではしてませんと言われた。にもかかわらず
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今は土地、その両方考慮して土地も考慮したということですが、合わないんで

すが、どういうことですか。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員、１番の質問は検証のことは一旦終わったんです

よね。その２番目に入っているんですけれども。 

○12番（田辺 泰宏） わかっておるけど、そこでＡかＢか言うたらＢと言われ

たんで、それ。 

○議長（北岡 泰）  メリット、デメリットの部分は言われましたので。 

○12番（田辺 泰宏） そのときに検証してない、現時点では検証してないと言

われましたやんか。それは現在検証したってか、土地はそれも考えて選んだと

言うてますやんか。検証したんですかと言うの。 

○議長（北岡 泰）  もう一遍戻りますね。すみません。 

  田辺泰宏議員に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 少し何を検証したかということなんでございますけど

も、我々はその両校区の利便性を考慮して、その場所に選定されたということ

で、何を検証したというて、その検証する内容がちょっと前終わっているので

わからないんですけども、以上です。 

○議長（北岡 泰）  答弁終わりました。再質問ございますか。 

  田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） 普通の人の回答じゃないと思う。前終わっておるでわか

らんて、そんな馬鹿な今言うておることが安全の検証に決まってますやないで

すか。場所を選定するのには安全の検証を今、しっかりしたかと聞いておった

ら、してませんと言われました。何を検証するのかわからんというのはおかし

い。 

○議長（北岡 泰）  町長は安全なように整備をしますと答弁されました。 

○12番（田辺 泰宏） いやいや検証したかと聞いたら、現時点はしてませんと

言われましたやろ、１番で。それにかかわる今回は土地を選定するのにね、安

全を検証しましたかと聞いておるの、僕は。これは検証してないんですやろ、
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安全の検証。 

○議長（北岡 泰）  安全の検証の義務はありますか。 

○12番（田辺 泰宏） ありますよ。 

○議長（北岡 泰）  教育長、答弁。 

○教育長（西岡 惠三） 当然、安全の検証ということで今から、これからイン

フラというのか、道路の形も町長申し上げたように安全対策をきちっとするよ

うな形で、これからの建設に向けて進んでいくということでございますので、

その検証を今するということについては、ちょっと私としては考えていくこと

ができないということです。はい。 

○議長（北岡 泰）  答弁終わりました。田辺議員、再質問どうぞ。 

○12番（田辺 泰宏） どうもそれがね、普通の、非常識ですよ、それは。安全

の検証をして誰でも道を渡るときに、これ危なないか検証して、危なないで渡

ろうと、渡っておるんですよ。検証はこれからするんだと、しかし、土地はそ

この危ないとこへ行くんですよ。にもかかわらず検証もこれからやるんだと、

落ちるか落ちやんかわからん。わからんことないですやろ、イノシシが出る場

所やし、マダニは出るし、夜になったら暗いですやんか、山やで。じゃ女性に

対する、この恐怖心が不審者も出るかもわからんし、出るとは言いません。そ

ういうことも検証して、それで私の言うのはね、曙幼稚園をもうちょっと２階

建てにするとか、あるいは前の田んぼを買うとか、拡充したほうが安全・安心

で、誰でもですね、ここやったら文句は言えませんし、言いません。こんない

いとこはないのに、ここを何で止めといて、そのマダニが出る、イノシシも出

るかもわからん。あるいはその途中の送り迎えの人たちがですね、おじいさん、

おばあさんが聞いたら６割の方が、おじいさん、おばあさんが自転車で送り迎

えをしてますよとこういうことです、今も。車もあるけども、それはこれから

の若い人たちが子育てするために、その若い奥さんが勤めてみえる。だからそ

の間、おじいさん、おばあさんが送り迎えをするんだと、それを期待して明星

こども園ができることを期待しておるんですよ、皆さん、若い夫婦はこれから
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子どもができる、あるいは幼稚園、保育所へ預けたい夫婦はですね、それを期

待しておるんです。期待を裏切るようなことをやるんですか。 

  そういう検証は、何の検証かわからんと言うてみたりね、土地の検証はして

ないと言うてみたりですね、ほかの検証はしておる、おかしいこれは。その安

全の検証、教育長安全の検証はしてないというような、現時点ではしてません。

ここでは土地のそしたら安全の検証、場所、環境の安全の検証はどうなってお

るんですか。いつするんですか。今からするでは遅いですよ。危険が目の前に

来ておるのにね、検証これからするんやと、わかっておるやん、危ないという

こと。それ今するのが当然ですよ。もう一回回答してください。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員の再質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 検証するということに対しての、その答弁でしている

わけではないんですけども、これから町長言われたように、安全対策をきちっ

としながら、これからインフラ整備とか道路の問題とか、外灯とかいろんな形

で建設に向けて進めていくということです。 

  危険がそこにあるから止めとけというのじゃなくて、やはりそれを回避する

ためのものについては、きちっとしていきますということを、私のほうでは申

し上げているわけで、町長も申し上げているわけで、それについて今検証せん

だら何ともならんというようなことは、ちょっと私どもも対応できないという

ことです。 

○議長（北岡 泰）  答弁終わりました。再質問ありますか。 

  田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） そういうふうにね、教育長逃げておっても何にもならん

ですよ。あとで教育長の責任になってくるんですよ。僕はこういうふうに聞い

て、こういうことを言うたと言いますよ。もし何か問題になってきたら。教育

長責任とりますか。そんな軽々しいね、そんなこと言うてとれますか責任が、

検証責任は町長こう言うた。検証時点で検証責任はしてませんと言うた。こん

なん皆覚えてますよ私は、何かのときにちゃんと言いますから、そういう責任
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とれるんですか。もし検証はしてません。これから検証するで通るんですか。

それは通らんと思いますよ、県のほうへ申請して。 

 そういうことで、そこは終わって、次の質問にいきたいんで、もし何かあった

ら言うてもうたらよろしいが。 

  それから問の３、このようなですね、この場所を選定するにあたって、何ら

かの明和地区の住民に対して、コンセンサスを取ってきましたかどうか、これ

をお聞きしたい。大体明星地区、あるいはそこら辺で幼稚園の先生とか聞きま

したら、若い人に聞きましたら、何にも聞いてません。こんなんできるんです

か、どこへできるんですかと、これが皆さんの住民の答えです。最近私も明星

地区を徹底的に一軒一軒回ってます、このことで。 

  どういうふうにお考えなんですか。聞いてますか。聞いてません。ほとんど

の家庭が聞いてませんという返事です。アンケート取りがてら回っています。

一軒一軒。ガーデンタウン回ったし、明宝にも回りました、この間。ピンポン

して一軒一軒おられる方に聞きました。こういう状態で何で町はですね、知り

ません。聞いてません。イノシシが出るんですかとも言うてました。知らない

人は出るか出やんかわからんと思いますよ。そういう危険な、我々が調べた中

で危険な環境の中へ、住民も知らされてない中で、コンセンサスをとってやる

のが普通だと思うんです。 

  これで、私も調べた中で、伊勢市の諮問機関の中で、伊勢市の認定こども園

設置提言というのが、この前お見せしましたが、この委員会の中には全部の幼

稚園の先生、保育園の先生を全部参加する会議が設けられてます。そこで幼稚

園の先生、現場から出てきた意見を全部、こういう危険もありますよ、ここは

こんなんでは送り迎えできませんよというのを全部参考にして、それで専門家

から出てきた諮問も入れて、そして今度ご存じの、場所はこの田舎やありませ

んので、どっか知りませんけど、朝熊町とそれから四郷の幼稚園が合併してで

すね、今度朝熊町のところへ四郷こども園というのができましたね、去年。そ

の内容についても聞いてきました。伊勢市へ行って。 
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  幼稚園の先生らの意見聞きましたかと言うたら、当然ですよと、現場の先生

の話聞かんとどうなるんですかと、働くのは現場の先生ですよと、こういうふ

うに子ども支援課の伊勢市の係りの方も言うてみえました。そういうこともで

すね、明和町やってないですよ、これは。こういうことをやらんと進めておる

んですよ、明和町は。これに対してね、あとから問題が起きないことはないん

です。必ず誰かが責任とらなあかん。これを私は言うておるんですね。コンセ

ンサス取りましたか。もう一回聞きます。教育長。 

○議長（北岡 泰）  田辺泰宏議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 明星地区の自治会長全員会議をしていただきまして、

このこども園についての説明はさせていただきました。その際、現場のどこの

場所を今考えているかということの質問がでましたので、それもお見せしまし

た。 

 そして、住民の自治会長さん方は、その設立の要旨等についての私どもが議会

のほうにも示させてもうたプリントを、住民に回覧してもいいかということで、

しようやないかという中で、ほとんどの自治会では回覧をしていただいたとい

うふうに聞いております。 

  そして、この認定こども園についてのその伊勢市さん同様に、我々としても

明和町の就学前保育教育検討委員会を開催をして、この提言をまとめてきたわ

けなんですけれども、その際には園長代表、保育園長代表、それから保護者代

表も加えた中での提言のまとめして、町長に申し上げたところでございました。 

 そして、これの計画の立案のときには、すべての園長ほか主任クラスも含めて、

園でこの設計等にかかわる基本計画については、事前聴取をさせていただいて

おります。以上です。 

○議長（北岡 泰）  答弁終わりました。再質問ございますか。 

  田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） はっきり言いまして、それではコンセンサスになってま

せん。その地区の住民のアンケートを取るとか、地区の懇談会を開いて、その
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年齢とか関係者の前で、十分説明してあるかどうか。あるいはさっき伊勢市で

の例で言いましたように、全部の幼稚園の先生が、園長だけやないですよ。全

部の先生が集まった会議を８回ぐらい持ったと、その中で園長先生が言うのは、

この前も言うて失礼ですが、上のほうの方が言われるんで、これとこれで大丈

夫ですというけど、いや下は違いますよと、私らこんな苦労しているんですよ。

こんなえらいことになっておるんですよと、それをその場で言うて、初めてそ

の次のこども園の設立に役に立った。効果が出ておると、ここまで伊勢市は言

うてましたが、明和町は何をしておるんですか。 

  絶対コンセンサスはこれでは取ったことになりません。アンケートも取って

ない。こんな自治会長集めて、はい言うておいてくださいよ。これはコンセン

サスじゃないですよ。できるだけ、それはねおかしい。それはなぜおかしいか

と言うたら、住民に聞いたら何にも知りません。聞いていませんという人がほ

とんどであります。こういうことでね、一番大事な明星に、これから若い人が

住むか住まないか、子育てがこれから明星地区で安心してできるかどうか、こ

のようなものすごく大事な明星に若い人が住めるかどうか、このような非常に

大事な教育施設でありながら、どうしてこんな大きな、大きなですね、欠陥を

持った、手抜かりのある、安全検証もしない、こういう方法で進めておるのか、

これは大問題になると思う。町長やその関係者はもう責任取ってもらわなあか

ん。もしこれが事故を起こしたときには、大変なことになりますよ。笑い事や

ない。これはもう私県のほうへ、まだこれからもこれについて、どういう責任

があるんかと聞きに行きます。 

  それから、もう１つついでに、時間が切れてきましたので言うておきますが、

ついでにちょっと順序違いますが、この間、県へ行ってきました。そしたら明

和町から明星こども園について申請が出てますと、これについては、現在今ま

で、県のほうも十分明和町は検証責任のうえに立って当たり前、今回の検証責

任が出る前から当たり前ですよ、安全なのか危険なのか、そういうことを山に

はマダニ出るか、イノシシ出るかという、その調べること当たり前の話、検証
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が出るも出やんも関係ありません。皆送り迎えが不便にとこになる。５時にな

ったら冬暗くなって危険やないかと、あんなとこへ行けやんと恐うて、こうい

う人がいっぱいおるに決まっておるのに、そういう安全の検証もしないでです

ね、現在進めておる。 

  これについて私が言うたその前にですね、今現在明和町から申請出されてま

すが、県の子ども支援課の担当責任者が言うてます。今現在、明和町から出さ

れましたけど、もう少し色々どういう調査をされたか知りません県は。今現在、

明和町から出された申請書は取り消し中ですと、取り消されておるんですよ、

今。責任持って言いましょう。 

  それで、現在取り消し中でありますが、今、精査中である。明和町のこのこ

ども園については精査中である。そしてこの精査が終わってから、終わってか

らね、再申請をしていただきますと、今この段階だと、こういうことになって

ます。だから、これに対してね、町長、回答してください。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 田辺議員、どこへお話になられましたか。それをもう一

度確認させてください。 

○12番（田辺 泰宏） 子ども子育て支援課。 

○町長（中井 幸充） そこには私ども申請は上げておりません。お間違いのな

いように、公の場ですので、しっかりと確かめられてから。私どもは田辺議員

がおっしゃった子ども子育て支援課、そこには私どもは申請書は上げておりま

せん。そのことだけ申し上げておきます。 

○議長（北岡 泰）  答弁終わりました。再質問ございますか。 

 田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） それじゃね、こんなことも言うてました。これも確かな

んかな。明和町から申請が上がっておるんで、国へ上げましたと、それで国か

らどのぐらいお金が下りてくるんかと、１億8,000 万円下りてくる。国の補助

がね、そこまで合うてますか。 
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 その申請をしておるけども、その申請は今現在色々精査をしたいんで、取り消

し中であると、こういうこと町長どうですか。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 全然検討違いでございます。そういう申請は私ども上げ

ておりません。 

○議長（北岡 泰）  答弁終わりました。再質問ございますか。 

  田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） どうも大きく違っているので、できたらもう一回行きま

すが、一緒に誰か町の関係者も行ってもらえれば、私が間違っておるかどうか。

こんな大人の話ですよ。何もせんこと言うわけがない。私もちゃんと明和町の

町会議員って名前も言うてありますから。こんな馬鹿なことないですよ。もし

それは、町のほうへ来てないかもわかりません。精査中であると言うてました。 

 で、今度は再申請してくださいということになりますと、こういうこと言うて

ました。一緒に行ってくれますか、どなたか、もし疑われるのやったら。 

 ということで、この質問はここまでにしておきまして、よろしい。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） これはですね、行政的な手続きでございますので、私ど

も申請が上げてない件につきまして、田辺議員に同行する必要はございません

ので、行きません。よろしくお願いします。 

○議長（北岡 泰）  答弁終わりました。再質問ございますか。 

  田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） そういうふうに町長はですね、申請してないということ

で理解をしたいと思います。今回ね。私は県へ行ったら申請してもうてますと

言うてましたから、その辺はどっちが違うておるのか、私は聞く立場ですから、

私が申請しておる、しとらんという立場ではありませんので、もう一回聞きに

行きます。そして名刺ももうてきます。それでこういうふうに書いてくれって

書いてもらいます。今どんなんか。それでよろしいね。私がそんな聞き間違う
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ようなまだボケてませんので、ちゃんと今後はっきりしたい、そういうこと。

そういう大事なことがですね、いい加減に通っていったら何もかもが有耶無耶

になります。一緒に行ってほしいんです。 

  以上、これで私のここの質問終わりままして、次にいきたいと思いますが、

色々あっちこっち言いましたんで、もう時間もありませんので、次の２番のほ

うへ移っていきたいと思いますが、全然違うのでよろしいですか。 

 ２番はですね、いつも私が明和町の観光開発、観光事業について申し上げてい

る点でございます。明和町は斎宮歴史博物館、斎宮跡、あるいは斎宮歴史体験

館、そういったものを、そういうものをたくさん、たくさんではありませんが、

そういう施設があります。しかし、伝統的な斎王まつりもあったりしますが、

もうどなたもご存じのように、これだけでは観光地にはなり得ません。このパ

ーンとした一つの点にですね、観光客が来て、それだけでポーンと帰っていか

れるような、そんな観光地では観光事業として観光地として、私は一般的に成

り立たないと思うんです。 

  そこで、いつも申し上げているようにですね、その線の移動、その斎宮歴史

博物館を基点にして、大淀へ移動する。大淀で何かそこでいろんな私これから

言いますが、いろんなものを見ていただいて、そこで昼食を食べていただいて、

大衆食堂つくって、それから第二のなばなの里のような大仏山公園をつくる。

それでずっと今度は伊勢の観光、いわゆるおはらい町のほうへ行っていただい

て、赤福なり何なりを買っていただいて帰ってもらう。そういうふうに今まで

は明和町は観光バス、観光機関の通過地点であるわけです。今もそう。通過地

点であって通過していくだけですよ。こんなところあるなと言うだけで、寄っ

たところで失礼ですが、歴史博物館で300 円払って入れるというぐらいですね、

明和町としての観光収入は全く期待できません。土産買うといったって知れて

ます。 

  ですから、僕が今から言いますが、この伊勢神宮の遷宮に合わせてですね、

明和町も大変努力をされ、いろんなことを考えられていますが、やはりこれは
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ですね、これからは珍しい、明和町は珍しい観光地なんやということを何か打

ち出していかないと、今の歴史博物館とか、そういう斎宮跡だけでは何も私か

らはっきり言うて、珍しいもんではないと思うんです。ですから、私が考える

ような、今までのソフト面はほとんど何遍もやって充実してまいりました。し

かし、いざハード面になりますとほとんど手付かずの状態であります。残念な

がら。 

  そこで、私が３つの観光ルートというのを私案としてですね、考えました。

この前も大淀へ一番が歴史博物館で、次は大淀へ行くということで、大淀に土

産物をつくるというぐらいのことは言いましたが、今度は大淀にですね、ここ

にあるんですが、今、流行りの祭りの踊りといいますか、その祭りの踊り会館

というのをつくって、パビリオンを３つぐらいつくっていただいて、そこにま

ず観光バスを斎宮の歴史博物館の次にですね、来ていただいて、そのエリア、

大仏山、大淀のエリアにはですね、パビリオンを３つくってもらうんです。１

つは地元の祭りと踊りとか、それから催しものとしてかんこ踊り、斎王まつり、

明和太鼓、祇園祭りの囃子とか獅子舞とか色々あります。２番目のパビリオン

は、近辺市町の踊りの祭りの踊り、能楽、文楽、例えば一色能とかですね、安

乗文楽とか伊勢音頭、こういったもの。３つ目のパビリオンは、海外の祭りの

踊りの各種ショー、フラダンスショー、フラメンコショー、ファッションショ

ーとかモダンダンス、今流行りの若者向きのＡＫＢ４８のようなダンスショー、

太極拳、柔とか、色々あると思うんですが、そこで観光客が来て、それをどの

パビリオン、あるいは３つとも行ってもよろしい。見られるような観光地、こ

れは何年か前の伊勢のまつり博、祝祭博でもありましたが、全国、あるいは世

界中の祭りとか踊りありましたけど、これをですね、年がら年中というたらお

かしいですが、ここの明和町に来たら、日本の踊り、近辺の踊り、海外の踊り、

それが見られるんだと、そういうふうな観光地にしたら、私は滅多にですね、

これに応じた観光地は現在ないと思うんです、全国に。 

  ですから、この伊勢志摩へ今の通過地点じゃなしに、今、伊勢志摩へ行く前
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の立ち寄り地点にすると、明和町に寄って、それから大淀へ行って踊りを見て

食事をして、それから大仏山へと、それからでないと伊勢行けんようにはでき

ませんが、そういうコースをつくる。ちょうどそれには中間地点でええ場所な

んです。もうそんな伊勢志摩のああいう志摩のほうへ行ってしもたら遅いけど、

ちょうどええ中間地点です。旧23号線、あるいはバイパス、この23号線どっか

らでも明和町へ入れます。そういうふうな特別の他所にないような、こういう

観光地にしない限り、明和町はいつまで経ってもですね、観光地、観光地と言

うておるだけで、全然全国からお客さんが来てもらえないことになります。 

  そこで、町長にお願いしたいんですが、観光基本計画というのをですね、私

のこの計画のようなものをつくっていただけたらありがたいんですが、こうい

う私は考えを持っておりますが、これについてどのようにお考えなのか、ちょ

っとこの提案についてですね、ちょっと感想をお聞きしたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  田辺議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 色々と明和町への観光ルート、またイベントへの提言と

いうことで承りました。観光振興で、明和町の活性化ということについては、

その手法は別として、一つの参考意見としてお伺いをさせていただきたいと、

そのように思います。町としましては、以前に明和町の斎宮跡を中心とした観

光振興計画そのものを立てておりますので、私はそれに基づいて観光振興策を

進めてまいりたいと、そのように考えております。 

○議長（北岡 泰）  答弁終わりました。再質問ございますか。 

  田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） 私のその案について、まだ即ですね、やってくれという

わけにはいかないと思います。それはもう色々の事情もあり、今後のこともあ

りますので、そういう時期が来たらですね、このパビリオンつくっていただい

て、明和町も良うなったなと、本当に観光地になったなと思っていただければ

ありがたいと思いますが、これだけではありません。この前も言い放しじゃあ

りません。この大淀というところは災害の、言うて悪いですが、災害の先端の
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町であると、言うたら津波ですぐに被ると、叱られますが、そういう一番近い

ところにある。だから、我々はその大淀小学校どうこうせなあかんと考えてお

るわけですから、別にその一番先端の町をそこの人を救うにはどうしたらええ

か。 

  それで前言いましたように、スキー場へ行ってリフトを付けてですね、それ

でコミセンあたりにロープウェイの駅をつくって、そっから大仏山へ向けてで

すね、平坦地をバーッと20分以内で2,500 人運べると、そういう計算で今、私

計画してますが、これについて明和町内の色々な人に相談してます。例えば、

この間ちょっと行って、小林農産の社長さんにも、こんな夢みたいな話をさせ

てもらいました。そしたらあんた何人乗れるロープウェイやなと言われるんで、

私は岩山温泉ということで、166 人が最高に乗れるロープウェイですと言うた

ら、何言うておるのや、あんたら何にも知らんのやなと、今な北海道へ行って

ら220 人乗れますよと、１箱で。それがものすごい勢いでピューッと山の上ま

でたった３分で乗ってから着きますよと、どえらいスピードやと言うてました。

これを見てこんかなとこうこの前もハッパかけられまして、今年の夏にあちこ

ちのできるだけ、例えばこの御在所とか長野県、あるいは北海道へ行ってです

ね、ロープウェイを研究してこうと思います。 

  そしてこれでいくらかかるんかね、それでこんなにかかったらアウトとか言

われてもいけませんけど、そういうことを参考にして、またお示しをしたいと

思いますが、これについても勝手なことを言うておるんなと言われたら終りで

すが、県のほうにも私ちょっと夢みたいな話をやってきました。そしたら、や

っぱりそれはあんたの言うとることは最初は夢みたいな話でしたけど、それも

それやと、それもひょっとしたら考えようによって、やり方によっては可能性

があると、だから海から道路、山というとこはもうリフトでピューッと上がっ

たらええなと、こんな考えはええなとこういうふうに誉められました。 

だから、明和町の場合は遠いもんですから、ちょっとロープウェイとそのリ

フトが上手くマッチするか、あるいはロープウェイは空中散歩という形でね、
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使っていただいて観光に。で、緊急のときは非常災害用、救助用に使っていた

だくと、こういうことで前も申し上げましたやつと、今度の観光計画とはつな

がっているということだけは、お忘れにならないようにしてほしいと思います。

あれやこれやと言う田辺やと言われないようにつながっています。観光はこう、

災害はこうですということで、またまた参考にしていただければありがたいと

思います。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（北岡  泰）  以上で、田辺泰宏議員の一般質問を終わります。 

 

 

○議長（北岡 泰）  お諮りします。 

議事整理のため、暫時休憩いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北岡 泰）  ご異議なしと認めます。 

  よって、暫時休憩いたします。 

  45分まで。 

                          （午後  ２時  32分） 

 

 

○議長（北岡 泰）  休憩を解きまして、休憩前に引き続き会議を開きます。 

                         （午後  ２時  45分） 

 

 

          ９番    乾   健 郎  議員 

 

○議長（北岡 泰）  ５番通告者は、乾健郎議員であります。 

  質問項目は、「明和町の今後の方向性について」の１点であります。 
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  乾健郎議員、登壇願います。 

○９番（乾 健郎） 本日の一般質問の指名をいただきました乾健郎でございま

す。新しい課長さんもお見えになっています。どうかよろしくお願いいたしま

す。 

  日本の経済が今後どのようになるのか、株価が乱高下している現在で、アベ

ノミクスの行方が大変気になるところです。いろんな経済学者の方々がいろん

な発言をされています。グローバル化、複雑化した市場をコントロールするに

は絶対に不可能です。市場をコントロールしようとすればするほど、市場に振

り回され身動きがとれなくなるという、経済学者の方もみえます。 

  また、一方では、一般的な経済額の教えを踏まえれば、今、安倍政権が掲げ

るアベノミクスは世界標準の政策パッケージで、良い方向に進んでいくという

方もみえます。明和町の今後の方向性をどのように考えていくのか、再度具体

的な観点から次の点をお聞かせ願いたいと思います。以前の質問と重なる点も

あるかと思いますが、進展をしているのかどうか、お聞かせ願えればと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

  まず、国の経済政策はどうなると考えてみえるのか。ＴＰＰ問題はどのよう

に進展していくと考えてみえるのか。それによって町の行財政の運営をどのよ

うに展開していかれるのか、明和町はどこに力を入れていかれるのか、主産業

をどのように発展されていかれるのか、ＴＰＰ問題はどのように対応されるの

か、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  乾健郎議員の質問が終わりました。乾健郎議員の質問に対

して答弁願います。 

  町長。 

○町長（中井 幸充） 乾議員から国の大きな施策、経済政策に伴って、明和町

の行政運営がどのように変化していくのか、それにどのように対応していくの

かという、そういうようなご質問だというふうにとらえさせていただいて答弁

をさせていただきたいと、そのように思います。 
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  まず１点、経済政策につきましては、ご案内のように安倍内閣が平成25年度

の経済見通しと経済財政運営の基本態度ということで、この２月に閣議決定を

されております。その中には日本の再生に向けて大胆な金融政策、それから機

動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略、いわゆる３本の矢ということ

で円高、あるいはデフレ脱却、雇用や所得の拡大を目指す、そういう閣議決定

がされているわけであります。 

  で、その後に、色々と政策が打ち出され、町に影響するものとして金融政策

は別にしまして、いわゆる財政政策の中で15ケ月予算として、いわゆる公共事

業を中心とする緊急経済対策が出されました。これらの緊急経済対策につきま

して、町としましてはすでに予算化、あるいは事業の進捗を図るべく、現在進

めているところでございます。平成25年度の予算につきましては、ご案内のよ

うに５月15日に成立をしまして、ようやくですね、内示をいただいたところで

ございます。従いまして、農業集落排水事業等々含めて、順次工事等の発注を

行うべく、今、手続きを進めているところでございます。 

  いま新聞紙上等でも言われておりますように、安倍内閣としましては、次の

その民間投資を喚起する成長戦略、そういうことを打ち出しております。これ

は規制緩和、あるいは大学に海外の人を呼び込んでイノベーションを起きやす

くしたりですね、ベンチャー企業を支援したりとか、色々な手立てが今行われ

ております。この政策が上手く回って初めて賃金や雇用の増加、その結果、景

気が回復するという、そういうシナリオが書かれているというふうに私は思っ

ておりますが、現実はどうでしょうか。新政権に期待して株価高、円安が急激

に起こりましたけれども、２、３日前の株価、あるいは円につきましては、ご

質問の中にもありましたように上下しているという状況であります。円高や株

安が回復の見通しが本物でないというふうに今、考えておるところでございま

す。 

  特に、その中でもですね、特に農業所得の倍増の方針というのも実は打ち出

されております。これはですね、よくよく考えてみますと、農業の全体の所得
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倍増であって、今ある個々の農家の所得を倍増するという、そういうものでは

ないというふうに受け止めております。従いまして、言葉だけで素直に受け入

れるのではなくですね、政府の方針ではありますが、やはり慎重に十分に注意

をしながら受け入れていかなければならないと、そのように思います。 

  その中で、ＴＰＰの問題が出されておりますが、政府はこの７月に参加を踏

まえて、現在、色々協議をしておみえになります。農産物の関税が撤廃される

その中には、農業には大きな影響が予想されます。町内では米とか麦、牛肉を

色々とかかわっていただいている農家がありますが、そういった農家にですね、

大きな影響が出るというふうに考えております。 

  ＴＰＰの問題については私ども３町、あるいは三重県下の町におきましては、

町村会として一応ＴＰＰの参加については反対の意を表明をしております。し

かしながら、今の状況から考えますと、この国策の中ではですね、歯止めをか

けるということは非常に難しいのではないか、そのように思います。従いまし

て、我々としては先ほど言いました農家の場合にですね、個々の農家がやはり

生き残っていける施策、そういったものをですね、やはり国としてきちっと対

応をしていただくそのことを要望し続けていきたいと、そのように考えており

ます。 

  主産業をどのように発展させていくのかという、ご質問もございましたけれ

ども、これは例えば６次産業化含めて、色々な形の中で、農業の付加価値を付

け、生産性を上げ、所得を上げていく、そういう対策を農家の皆さん方ととも

にですね、考えていく、そういう取り組みを我々としては今後も努力をしてい

きたいと、そのように考えております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。乾議員、再質問ございますか。 

  乾議員。 

○９番（乾 健郎） ありがとうございます。大変難しい時代にますますなって

きたと思います。今の明和町は中小企業、家内工業ばかり、農業関係の団体も

小さな団体で各々で活動してみえます。これからＴＰＰの問題等でいろんな難
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しい問題が出てくることは間違いありません。 

  そこで政治と政策、行政の仕事は市場ができないことをするために存在して

います。市場ができないこととは何か。しっかりした経済社会が形成されるよ

うに目配り、気配りをする、そして弱者救済です。中小企業、家内工業をどの

ように援助していかれるのか、行政のお仕事としてどのように考えてみえるの

か、明和町の農業を国の農業分野の、先ほども町長言われました成長戦略をど

のように取り入れて、どのようにまとめていかれるのか、貿易と組織化等具体

的な方向性をお示しいただきたいと思います。お願いいたします。 

○議長（北岡 泰）  乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） まず１点、中小企業とか、そういった商工会関係の色々

な皆様方にもこの影響は大きいというふうに考えております。従いまして、町

として今、この問題に対してどういう手立てというのは持ち合わせてはおりま

せんけれども、この度ですね、商工会の会員のその代表の方々、役員さんたち

とですね、行政ととりあえずこれからのその商工会のあり方なり、あるいは町

内の企業さんのそのあり方なりですね、どこにどんなふうに行政として手を加

えていったらいいのか、また逆に商工会は商工会としてどういう指導をしてい

ったらいいのか、そして皆さん方は皆さん方としてどういう頑張りができるの

か、そういったところの話し合い、協議の場をですね、早急に持っていくとい

うことで、今、作業を進めております。 

  その中で今の経済情勢を受け止めて、明和町の商工業としてどうやっていっ

たらええのか、そこら辺のところを模索していきたいと、そのように考えてお

るところでございます。 

  それから、やはり農業の問題にしましても、先ほどもちょっと答弁させてい

ただきましたが、国の政策としては農業も大規模化、集約型の農業を多分目指

すという形になろうかと思います。江議員の質問にもございましたように、明

和町の担い手、大規模農家、そこに最終的には集約をしていかざるを得ないの

かなというふうな思いでありますが、これについてはまだまだ時間がかかると
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いうふうに思います。 

  そういった中でいま認定農家以外の、いわゆる小規模農家、いわゆる兼業農

家ですね。そういった方々がその農地をどのように担い手さんに渡していくか、

そういうシステムづくりもですね、今、農業委員会中心に色々と考えてはいた

だいておりますけれど、農地の集積それらをいかに図っていくかというところ

も、ひとつこれからのそのＴＰＰに対応する一つの課題ではないかな。ものづ

くりだけではなしにですね、米そのものをこれからも生産し続けていこうとす

るならば、そういうところもですね、ひとつ視野に入れて検討していかなけれ

ばならんのかなと、そんなような思いであります。 

  従いまして、まだまだ先がちょっと見えないというのも現実の話であります

ので、国の動きなり、ＴＰＰの加入の問題なり、そういったものをやはりきち

っと見ながらですね、農業のほうも建て直しというのですか、そういうのをや

っていかなきゃならんのかなと、そのようには思っております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。乾議員、再質問ございますか。 

  乾議員。 

○９番（乾 健郎） ありがとうございます。確かに明和町の産業これといった

ものがありませんので、どういう形で行政をやっていただくか、本当に難しい

問題だと思います。明和町からですけど、海外に農業支援に行っていただいた

りしてみえる方もみえます。また大学等々ですね、連携等いろんなパイプはあ

ると思います。やはりそれをそのような人と連絡を取っていただいてですね、

いろんな策を考えていただいて、明和町の農業のあり方、貿易の相手探し等

色々探って方向性を考えていただきたい。明和町が一つになって進める農業組

織を誘導していただければと思います。 

  認定農家の耕作地を集約するような場を、先ほど江議員さんもおっしゃいま

したけど、協議会等をつくっていただいてですね、そういう方向性を出してい

ただきたいと考えます。よろしくお願いいたします。 

  また、例えば耕作放棄地を有効利用するために、今、明和町では美味しいト
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ウモロコシが大変人気になっていると思います。また売れ行きも好調だという

ことを聞いています。そういう組織化して加工品や粉等の６次産業化を含めた、

田と畑の作物をつくる営農組織の拡大に結びつけていく団体形成が必要と考え

ます。それを三重県の地域活性化プランの事業等で展開していただくことがで

きるんではないかと考えます。ヒジキの細麺との併用の開発も面白いと思いま

すし、一度そういうことも含めて６次産業化検討委員会で、検討もしていただ

ければと思います。組織づくり、事業展開等の経済社会が形成されるように目

配り、気配りを積極的に働きかけていただけないでしょうか。その点、お聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 農業につきましては６次産業のお話もありますし、耕作

放棄地と申しましても明和町の場合は、耕作放棄地は畑地が実は多うございま

してですね、水田でという部分は少のうございます。ただ、今よく言われてお

りますのは、その生産調整の、今までは麦大豆という形ですけれども、その違

う品目も考えながらですね、それが６次産業にこう結びついていく、そういう

一つとして先ほどおっしゃっていただいたそのトウモロコシ等々もですね、と

いう話で進めていくのがいいのかなとは思うんですが、実はそのトウモロコシ

が正直言って明和だけではなしにですね、いろんなところで作付けされており

ます。 

  従いまして、明和町で何ができるのかということについてもですね、イチゴ

やトマト以外にも、こういろんな形のものを、それらをこうやっぱしきちっと

やっていただこうというのは担い手さんのこの心意気というのですか、そうい

うところだというふうにも思いますので、我々としてはこれからのこの農業の

発展、そして農業を維持していこうという部分、一方では農業基盤もきちんと

せなあかんですけれども、そういう作付けをいかにして、こう市場へ出してい

くものづくりをやっていくか、そのことはやはり農業を中心となっていただく

担い手さんとか、それらに伴う関係者の皆さんだというふうに思いますので、
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そういったところと一生懸命こういろんな方策を考えながらですね、これから

対応してまいりたいと、そんなようなことをちょっと今、考えておりますので、

なかなか課題が大き過ぎてですね、即座にというわけにはまいりませんけれど

も、やはり１次産業、明和町の農業を持続発展させていくための方策というの

は、きちっと方向付けをしてまいらなければならんと、そのように思いますの

で、今しばらくいろんな方々との話し合いの中から方策を見つけていく時間を

いただきたいと、そのように思います。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。乾議員、再質問ございますか。 

  乾議員。 

○９番（乾 健郎） この前もね、視察研修をさせていただきまして、もち米を

加工して、あのように６次産業化をされてみえます。もち米はどこででもつく

ってみえます。ですのでトウモロコシでも一緒じゃないかと思います。考え方

をいろんな方向で考える。これはすごく大事なことじゃないかと思います。近

辺でもどこでもつくっているものでも、こういう形で６次産業化を上手にして

みえるとこはたくさんみえると思いますので、やはり十分ご検討をいただきた

いと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  それから、小学校問題についてちょっとお聞きします。小学校問題で大淀の

小学校をはじめとする、海岸線の小学校建設は統合も含め、いつ、どのように

計画されるのか、統合と防災をどのように進めるのか、具体的に実施すべき対

策、災害対策基本法の第５条をどのように順守していかれるのか。事前防災と

いう立場でこの問題を早く対応しなければいけないと思います。南海、東南海、

南海トラフ巨大地震がいつ来るかわからないときに、腰を据えて検討していて

はいけないのではないかと思います。認定こども園等の計画も、子どもの成長

のためには大変必要なことだと思いますが、私は子どもの命のほうがずっと大

事だと考えます。なぜ子どもの命が危険にさらされているのに、それを放って

他の計画を進めているのか、私にはわかりません。 

  どういうことか、どのように考えてみえるのか、難しい問題があればあるほ
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ど早く対応しなければならないのではないか、そのことによって津波防災対策、

建築物の耐震化、土砂災害、液状化対策、ライフラインの確保対策、教育、訓

練、総合的な防災の対応につながるのではないか、屋外階段と避難訓練だけで

はいけないと思います。やはり根本的な対応をすぐにでも考えていただかなけ

ればいけないと思います。 

  ６月２日の新聞には、愛知県の田原市は小中学校統合高台へという記事があ

りました。田原市はもう結論を出しています。それも防災を理由にした学校再

編で、小学校３校を廃止して、中学校と統合して地域の防災拠点としての計画

案をまとめられています。明和町はそういう点で一歩も進んでいません。これ

でよろしいんですか。この間に不幸にして地震、津波等が起きて災害が発生し

た場合は、人災と受け止められても仕方ないと思いますが、それとも地震等が

来ないと考えてみえるのか、どのように考えてみえるのか、お聞かせください。

即座に対応を講じるべきだと思いますが、どうですか。命にかかわることです。

根本的な対策が大事だと思いますが、どうですか。よろしくお願いします。 

○議長（北岡 泰）  乾議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 大変厳しいご意見をいただきましたが、私どもも放って

おるということではございません。昨年におきまして、明和町の義務教育施設

整備検討委員会からの答申をいただいております。で、大淀の小学校につきま

しては、早急な建て替えの方針ということでございますが、その建て替えにあ

たっては、建設場所も含めて色々と議論が必要になってきます。特に学校の統

廃合等々も絡んでまいるというふうに思っております。それは将来の子どもの

人口推計、そしてそれらを考え合わしたときに、学校の規模というのはどれぐ

らいが適当なのか、最終的にいくつぐらいの学校が必要なのかというところも

ですね、少々にらんだうえでですね、やはり移転改築を考えていかなければな

らないと、そのように思っております。 

  従いまして、それらの答申を受けてですね、今、教育委員会のほうでどのよ

うに学区の編制、そして建設場所の位置をどのようにしていったらいいのかと
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いうことを、早急に検討するように指示をさせていただいております。防災面

も含めましてですね、将来の学校の規模のあり方等々も含めて、大至急その検

討結果を出すように指示してございますので、それが出次第、大淀の小学校の

建設計画を具体化してまいりたいと、そのように思います。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  乾議員。 

○９番（乾 健郎） やはり小さいこどもが災害に遭うとなれば、本当に大変な

ことになる恐れがあると思いますので、やはり難しい問題あるのは十分承知し

ています。ですので、ちょっとでも早くこういうことを検討していただくべき

じゃなかと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

  次に、明和町の将来を考えると、子どもの教育にもっと力を入れるべきでは

ないかと考えます。いかがですか。以前にもこの問題をさせていただきました

が、その後、この問題に対してどのような会議を持っていただいたか、お聞か

せください。また、どのように対応を考えているのか、お聞かせください。よ

ろしくお願いします。 

○議長（北岡 泰）  乾議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 乾議員から子どもの教育にもっと力を入れるべきでは

ないかということで、ご質問をいただきました。以前にも教育が大事だから、

予算編成についてのときにももっと予算を上げよという、ご意見をいただいた

ところでございました。やはりこう教育に力を入れよということでございます

けども、その教育も幅広く、学校教育もありますし、やはり社会教育といいま

すか、子どもの成長には欠かせない体育スポーツ振興会等がやっている問題も

ありますし、ここではその乾議員は多分、多分という形でしか答えようがない

んですけども、学校教育についての問題であろうと思いますので、その中でも、

その学力向上をしっかりやれという考え方でよろしゅうございましょうか。 

  その後の取り組みどんなものがあるかということでございましたけれども、

やはりこう今年は直接学校の教員に学習内容、それから指導方法等を直接指導
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できるという町内で指導主事という者が、学校支援係長をそういうふうに任命

をさせていただきました。郡内の３町で多気教育室で指導主事を１人置いてお

りますけれども、町内にも明和町でも将来を見越して、やはり指導主事を１人

置いていこうかという形で、支援係長と兼務なんですけれども、指導主事とい

うことを任命をさせていただき、この指導主事を中心に明和町の委員会内で、

やはりこう児童生徒の学力の把握を分析し、確かな学力向上の定着、向上に取

り組む進み方、それから明和町としての学力の強み、弱みを分析していく、整

理していく、それから学校の授業改善を活かしていくためにも、この彼が色々

な追跡調査をしながらですね、議会にもこの前に、これまでの子どもたちの学

力の推移等については報告させていただいたところでございます。 

  そういうためにも、明和町学力向上推進委員会を設置しております。毎年、

教県式の標準学力検査ＣＲＴ２という学力テストを小学校２年生から６年生と、

中学校の１年から２年生に実施し、その結果の分析を各学校で行い、そして町

全体のデータを基に学力の強み、弱みを整理しながら、取り組みの課題を明ら

かにして、これからの学力向上に進めていきたいというふうな取り組みもさせ

ていただきました。 

  また、毎月、定例で校長会を開きまして教育のこと、また新たに今年からは

教頭会、教頭さんは職員と校長との中で橋渡しにできるし、いろんな形で指導

助言ができる立場におりますので教頭会議を開きます。そんな中で、教育の各

学校の進展等を把握できるようにしております。 

  また、さらに今年は従来は生涯学習係りで担当しておりまして、学校支援地

域本部事業、いわゆる地域のボランティア、地域の学校に協力したいという

方々をしておるんですけども、募っておるんですけども、その方々を教育支援

係りのほうに移管いたしまして、いわゆる県の推奨しております県民総ぐるめ

の学力向上という運動にも、これで参加していけるという形で、学習面の支援

を増やすべく学力向上を目指す取り組みにつなげていきたいという取り組みも

行ってきました。そういう形で、今年度もスタートをしているというところで
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ございます。以上です。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。乾議員、再質問ございますか。 

 乾議員。 

○９番（乾 健郎） ありがとうございます。確かに私も先生の資質向上が、や

はり教育向上には、学力向上にも必要だと思います。そういう点からにしてで

すね、いろんな研修やそういうとこへも皆さん参加をできるような環境づくり

をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それとですね、三重県も未来を築く子どもの学力向上競争プロジェクトとい

う事業に取り組んでみえます。明和町にも当然そういう内容は入ってきておる

と思いますけど、その辺はどのように対応を考えてみえるのか。 

○議長（北岡 泰）  乾議員の再質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 乾議員が言われた、未来を担うという子どもたちの育

成事業ということですけども、県教委関係でいきますと、今、明和町それぞれ

のところでいろんな形でこの受ける指定的なもの、これに手を挙げて受けると

か、そういうものについてはすべてを受けられるわけでないんで、今言われて

おりましたものについては、ちょっと私も把握しておりませんが、今年はです

ね、中学校区全体で子どものその生活を調べる。居心地はどうだとか、学校は

好きかとか、そういうその基本的な生活の場面での学校での自分の位置関係を

調査する事業に参加をしております。 

  学力のほうについては、いわゆる先ほども言わしてもらいましたＣＲＴの学

力テスト、そういうことも議会のほうでも認めていただいて、それを中心に子

どもの学力向上に努めていきたいというような考え方で進めております。以上

です。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。乾議員、再質問ございますか。 

  乾議員。 

○９番（乾 健郎） いろんな面にもアンテナを張っていただいて、十分対応し

ていただくようにお願いします。例えばですね、この前発表していただきまし
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た伊勢市との定住自立圏構想の件についてもですね、教育関係で明和町だけ丸

印がついてないというようなところは、どのように参加されてないのか、検討

はどのようにされているんかを教えていただけませんでしょうか。 

○議長（北岡 泰）  乾議員の再質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） ちょうどその教育行政的な問題で、伊勢市は伊勢志摩

管内、明和町は松阪津管内というふうにこう分かれておりまして、多気郡は多

気郡で研修を県から持ってきたりとか、そういう教室持ってますので、そこで

の研修があります。 

  それから、松阪にも教育研修室がありまして、そこの研究会とか、そういう

講習会とか、そういうものについては逐次連絡があって、参加は自由にできる

という中身になっています。伊勢市とは教員の交流も人事関係ではございませ

ん。ございませんというのは、管外転出という形になりますので、割とこう伊

勢市のほうとのその教育の講習会とか、そういうのはブロックがございますの

で、あの中には出てこないというふうな感じです。伊勢の教育研修所で、こん

なような素晴らしいその研究会があるとか研修会があるとか、そういう場合は

希望すれば参加を申し込めていくというような関係はありますけども、こちら

のほうは松阪津管内という形で、そちらの研修が主になってくるということで

す。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。乾議員、再質問ございますか。 

  乾議員。 

○９番（乾 健郎） どうもありがとうございました。 

 全国レベルの学力より少し下がっている三重県明和町ですので、ご努力をお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  それから、斎宮跡の件についてお聞かせください。斎宮跡の明和町としての

施設整備を全体的に、具体的に計画図を作成するべきだと思いますが、いかが

ですか。平成７年に全体計画を計画されてから20年近く経って、発掘調査、10

分の10の復元計画も進めていただいていますので、新しい全体計画の策定を考
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えていただいてはどうかと思いますが、その点、お聞かせいただけませんでし

ょうか。 

○議長（北岡 泰）  乾議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 斎宮跡の整備計画についてのご質問をいただきました。

ご指摘のように平成７年に三重県の教育委員会と明和町で、史跡斎宮跡整備基

本構想というのを策定をさせていただきまして、その構想に基づいていつきの

宮とか、あるいは10分の１とか、そして色々史跡東部の実物大の復元、それも

含めてですね、その構想に基づいて整備が行われてきたのはご承知のことと、

そのように思います。 

  その中で、町としても施設の整備計画はどうかということでございますけれ

ども、町としては一定の考え方を平成21年にときにですね、斎宮跡を核とした

町の活性化基本方針というのを作成させていただきまして、できればその中に

こう色々な施設の整備だとかですね、周辺の整備をあげさせていただきました。

その中で、一遍にはできませんので、その一部でございますけれども、昨年、

歴史的風致維持向上計画の認定を受けましたので、とりあえず、その中の一部

でございますが、これは今年から、24年から32年までにかかりますけども、一

定今までの地元の要望等々も含めて整備をさせていただくという、そういう流

れで今、進めておりますので、その点はご理解をいただきたいと思います。 

  で、ただですね、ご指摘になります基本構想につきましても博物館ができ、

体験館ができ、そして今度10分の10ができるわけでありますし、一定整備があ

る程度進んでおりますので、これは私、町だけでというわけにはまいりません

ので、10分の10の史跡整備完了間近でありますんで、次のステップとして構想

の見直しなり、次の段階へ進んでいく、そういう協議をですね、三重県のほう

と詰めるようにですね、していきたいと、そのように思いますし、そのうえで、

いろんなまた新たな展開を模索していきたいと、そのように考えております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。乾議員、再質問ございますか。 

  乾議員。 
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○９番（乾 健郎） 十分進めていただいておるのは重々承知しております。で

すけど、町民の皆さんにね、絵を描いて、こんなものが、例えば10分の10でも

案外知らない方もみえますよね。そやで絵を描いて、こんなものができるとい

うのはもっと啓蒙していただきたい。そういう気持ちで質問させていただいて

いますので、そういう点、ご理解よろしくお願いいたします。 

  それから、先ほどもね、町長さん行政報告で斎王まつりのことを言われまし

た。知事さんからも、今や三重を代表する祭りの１つになった。是非頑張って

ほしいということ、今は明和町の一大イベントです。それを今後町として、ど

のように充実されていくのか、遷宮で国民の皆様が関心を持たれているときに、

伊勢神宮のふるさと斎宮を、10分の10で斎王の都をアピールするのは、斎王ま

つりを、斎王行列をもっともっと充実させて、三重県で一番のイベントにし、

日本の神話の国の祭りにしていくことが大事だと思います。それで明和町が日

本全国に、世界にとどろくと思いますので、よろしくお願いいたします。もし

お考えがあれば、お聞かせいただきたいと思いますが、どうでしょう。 

○議長（北岡 泰）  乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 斎王まつりにつきましては、今年で31回目ということで

ございます。この祭りはもう私が言うまでもなくですね、手づくりのその地元

の実行委員会のメンバーの皆さん方が、色々と工夫を凝らしてイベントを実施

していただいているという、そういう部分でございます。 

  従いまして、実行委員の皆さん方も、これはおらが祭りという形の中で、そ

れぞれ自負を持ってやっていただいておりますので、今、町がですね、色々と

こうせえ、ああせえということはちょっと、この今の時点ではね、差し控えた

いと思いますが、ただ、少し心配しておりますのは、実行委員会のメンバーの

方も高齢化に伴って徐々に少なくなってきているというお話も聞いております。

従いまして、この祭りを存続させるためにはですね、単に実行委員会だけでは

なしに、地元の地域の人たちもですね、協力いただく中で、どういうあり方が

いいのか、これからどういうふうに進めていったらいいのか、実行委員さんを
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中心にですね、色々と考えていただかなくてはならんのかなと、そのように思

っておるところでございます。 

  町としては日曜開庁の職員以外はすべて総動員して、祭りの裏方ではござい

ますけれども、当らさせていただいておりますし、今後も陰ながら支援をして

いくつもりではおりますので、そういった点で新たな展開はですね、また実行

委員会のメンバーの皆さん方と十分話し合う中で、次のステップへ進んでいけ

たらと、そのように思っております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  乾議員。 

○９番（乾 健郎） ありがとうございます。確かに町長さん言われたように、

本当に実行委員会の皆さん人数もちょっとね、少なくなってみえますので、心

配するとこもあるかと思いますけど、町として大事な支援、ある一方では大事

な支援の部分もあるかと思いますので、そういう支援をよろしくお願い申し上

げます。 

  また、こういう計画が進む中で、植栽計画についてもすごく大事じゃないか

という気は、私はおきています。桜、紅葉等、特に桜は枝垂れ桜がもう今全国

的にどこへ言っても枝垂れ桜が人気があるといいますか、ですので、改良種で

ない枝垂れ桜、たくさん私も調べましたが、ありますので、そういう形でたく

さん来てもらえる計画、検討をしていただきたいと思います。 

  それで毎年毎年、ちょっとずつでもよろしいで、将来何キロかにも続く並木

道になるような計画をしていただければと思いますので、そういう点、どのよ

うにお考えか、お聞かせいただけませんでしょうか。 

○議長（北岡 泰）  乾議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 斎宮跡の植栽につきましては、四季折々に多くの人に

来ていただいて、史跡以外にも花で、そういったもので植栽で楽しんでいた

だこうということで、史跡斎宮跡植栽計画推進委員会というのもつくらさせ

ていただいて、ボランティアの方々、地元の方も含めてこう色々お世話にな
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りながら、現在、ショウブとか、アヤメとか、シャクヤクとか、いろんな花

を蒔いて、その時期に楽しんでいただいておると。 

  先日もヒマワリということで、斎宮跡にちょっとヒマワリはいかがなものか

というご意見もあったんですけれども、来ていただく方に楽しんでいただけた

らという、そういうことの中で暫定的に植えましてですね、そして多くの人に

楽しんでいただこうと、そのようなことで今、取り組んでいただいております。 

  それから、先ほど桜のお話がありましたけれども、樹木についてはですね、

今度古代の伊勢道が整備をされますので、今、昔の柳ということで柳のこう並

木があったんですけど、歴史の道もちょっと枯らからしてしまったという部分

も一部ございます。しかしながら、そういった伊勢の、古代の伊勢道をこう再

整備するという計画もありますので、それにはこう沿道にはですね、そういっ

た桜になるのかですね、何かはまだわかりませんけれども、そういう樹木を植

えてですね、こう並木通りをこうつくっていく、そのことを必要かなというふ

うに思いますので、そういったことをやっていただくように、これから整備の

ほうに向けてですね、我々も提言をしていきたい、そのように考えております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  乾議員。 

○９番（乾 健郎） ありがとうございます。植栽計画でいろんな方がご努力

していただいているのも存じておりますし、また、午前中の町長の報告で、

須賀恒彦さんが表彰をされた。私の地元でもありますので、すごく頑張って

みえます。尊敬できる人だと思いますので、こういう計画も含めて色々進ん

でいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  いろんなことをお聞きしました。またいろんな提案もさせていただきました

ので、今後、この提案について、またいろんな形でご検討いただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。これで私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（北岡 泰）  以上で、乾健郎議員の一般質問を終わります。 
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    ◎延会の宣告 

 

○議長（北岡 泰）  これをもちまして、本日の日程はすべて終了いたしまし

た。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ご協力誠にありがとうございました。 

                         （午後  ３時  35分） 

 

 


